
　
　

は
じ
め
に

　
『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
は
、
山
口
県
宇
部
市
西
岐
波
地
区
の
南
方
八
幡

宮
お
よ
び
そ
の
関
連
神
社
に
関
す
る
中
世
の
祭
礼
記
録
で
あ
る
。
本
史
料
を
蔵

す
る
の
は
、
か
つ
て
そ
の
社
坊
＝
別
当
寺
で
あ
っ
た
弘
済
寺
で
あ
る
。
明
治
期

の
神
仏
分
離
に
伴
い
、
弘
済
寺
は
南
方
八
幡
宮
近
く
の
故
地
か
ら
離
れ
、
末
寺

東
仙
寺
の
旧
境
内
（
宇
部
市
東
岐
波
地
区
）
に
移
転
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
姿
を
改
め
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

南
方
八
幡
宮
は
、
周
防
国
吉
敷
郡
賀
保
庄
（
白
松
庄
）
の
南
北
二
領
域
の
う

ち
「
南
方
」
の
中
心
的
な
神
社
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
史
料
か
ら
は
、
賀

保
庄
関
係
寺
社
の
祭
礼
や
そ
の
頭
役
負
担
の
あ
り
よ
う
の
ほ
か
、
更
に
は
当
庄

の
領
家
・
公
文
・
地
頭
・
名
主
層
の
動
向
の
一
端
が
窺
え
る
。
賀
保
庄
に
つ
い

て
は
関
係
史
料
が
あ
ま
り
伝
わ
ら
な
い
た
め
、
本
史
料
の
存
在
は
極
め
て
貴
重

で
あ
る
。

　

本
史
料
の
記
載
年
代
に
つ
い
て
は
、
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
の
記
事
が
最

も
古
く
、
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の
長
期
に
及
ぶ
。
毎
年
八
月
神
事
の

頭
役
負
担
記
録
が
連
年
記
載
さ
れ
た
後
、
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）
ま
で
で

途
切
れ
、
や
が
て
時
を
経
て
「
紙
魚
窠
窟
」
と
な
り
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）

に
修
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
本
は
永
正
十
六
年
前
後
の
時
期
ま
で
の
姿

を
多
く
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
全
体
と
し
て
は
複
数
の
筆
跡
で

記
さ
れ
て
お
り
、
中
世
段
階
の
あ
る
時
期
に
筆
写
さ
れ
た
部
分
と
、
そ
の
後
の

書
き
継
ぎ
部
分
と
が
重
な
り
、
後
世
の
加
筆
部
分
も
混
じ
る
こ
と
か
ら
、
何
段

階
か
の
成
立
過
程
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
史
料
の
判
読

は
難
し
く
、
史
料
批
判
自
体
に
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

本
史
料
を
基
に
し
た
研
究
と
し
て
は
、國
守
進
氏
の
一
九
七
三
年
の
論
考「
中

世
の
祭
祀
と
在
地
―
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
を
中
心
と
し
て
―
」
に
よ
っ
て
基

礎
と
な
る
検
討
が
な
さ
れ
た（
１
）。
活
字
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
六
年
の
旧
版

『
宇
部
市
史　

資
料
篇
』
で
公
に
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
の
新
版
『
宇
部
市
史　

史
料
篇
上
巻
』
で
は
精
度
を
増
し
、
一
九
九
六
年
刊
行
の
『
山
口
県
史　

史
料

編　

中
世
１
』（
以
下
『
山
口
県
史
』
と
略
記
）
に
も
採
録
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
翻
刻
に
は
、
な
お
後
述
の
よ
う
に
修
正
を
要
す
る
も
の
の
、
難
読
史
料
が
ひ

と
ま
ず
こ
う
し
て
広
く
利
用
の
便
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
は
大
き

　
　
　『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
の
再
検
討
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い
。

　

そ
の
後
、
布
引
宏
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
、
本
史
料
の
本
文
中
に
近
世
以
降
の

段
階
の
書
き
入
れ
が
混
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た（
２
）。
確
か
に
本
文
中
の
「
氏
子
」
と
そ
の
軒
数
記
載
に
つ
い
て
は
、
布
引

氏
が
紹
介
し
た
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
の
記

載
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
の
問
題
提
起
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
本
史
料
が
貴
重

ゆ
え
に
こ
そ
、
ど
の
部
分
が
ど
れ
く
ら
い
信
頼
で
き
る
か
、
改
め
て
史
料
批
判

の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

筆
者
は
山
口
市
史
「
史
料
編
」
編
纂
専
門
委
員
の
立
場
か
ら
本
史
料
の
採
録

と
原
本
調
査
の
必
要
性
を
感
じ
、
そ
の
機
会
を
賜
っ
た
結
果
、
新
た
な
知
見
を

得
る
に
至
っ
た
。従
来
の
翻
刻
に
よ
っ
て
意
味
が
通
じ
な
か
っ
た
事
情
が
、種
々

判
明
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
山
口
市
史　

史
料
編　

中
世
』
は
編
年
体

で
計
画
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
史
料
の
よ
う
に
二
百
年
に
も
わ
た
る
内
容
の
掲

載
は
難
し
い
。
時
期
ご
と
に
分
断
掲
載
す
れ
ば
、
本
史
料
の
全
体
が
把
握
し
づ

ら
く
な
る
。
し
か
も
史
料
集
の
性
格
上
、
原
本
の
姿
を
詳
細
に
伝
え
る
に
は
限

界
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
翻
刻
の
貴
重
な
成
果
を
批
判
的
に
継

承
し
、
本
史
料
の
影
印
と
翻
刻
を
付
し
て
若
干
の
検
討
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、

そ
の
存
在
形
態
お
よ
び
成
立
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　

一
、
書
誌
情
報
と
そ
の
特
質

 

（
１
）
切
り
裂
か
れ
た
折
山
と
そ
の
紙
背

　
『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
は
、
袋
綴
装
（
四
ツ
目
）
で
装
訂
さ
れ
て
お
り
、

縦
二
八
・
二
×
横
一
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
一
冊
で
あ
る
。
楮
紙
の
後
補

表
紙
の
左
上
に
貼
ら
れ
た
題
簽
（
無
界
）
に
は
墨
書
で
「
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧

記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
の
ほ
と
ん
ど
は
古
い
楮
紙
で
あ
り
、
一
見
す
る

と
二
十
九
丁
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
全
二
十

五
丁
か
ら
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
う
ち
巻
頭
の
第
一
丁
は
共
紙
の
原
表

紙
と
見
ら
れ
る
。
巻
尾
の
第
二
十
五
丁
の
料
紙
の
み
は
新
し
い
楮
紙
で
、
そ
こ

に
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
弘
済
寺
三
世
の
孚
巌
が
萩
城
下
の
御
手
洗
伝

兵
衛
に
依
頼
し
て
修
補
し
た
旨
の
修
補
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
修
補
以
前
に
す
で
に
「
紙
魚
窠
窟
」、
す
な
わ
ち
虫
損
ま
み
れ
に
な
っ
て

い
た
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
第
一
丁
や
第
二
十
四
丁
に
つ
い
て
は
破
損
湿
損
の
跡

が
甚
だ
し
い
。
右
の
修
補
に
よ
っ
て
、本
紙
の
ほ
と
ん
ど
に
裏
打
紙
が
補
わ
れ
、

修
補
奥
書
の
あ
る
第
二
十
五
丁
を
付
し
て
装
訂
し
直
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
虫
損
や
破
損
が
加
わ
っ
て
お
り
、冊
子
下
半
の
綴
糸
が
切
れ
、

冊
子
表
裏
と
も
に
表
紙
と
見
返
紙
と
が
糊
離
れ
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
利
用
に

際
し
て
は
慎
重
な
取
り
扱
い
を
要
す
る
。

　

な
お
第
一
～
四
丁
に
つ
い
て
は
、
袋
綴
ゆ
え
に
料
紙
一
紙
が
二
つ
折
り
と
な

り
、
前
小
口
側
に
折
山
が
あ
り
、
料
紙
の
紙
背
側
を
見
せ
ぬ
ま
ま
一
丁
分
の
表

裏
を
な
す
。
と
こ
ろ
が
第
五
丁
以
降
の
六
紙
分
に
つ
い
て
は
、
前
小
口
側
に
折
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山
が
な
く
、
あ
た
か
も
綴
葉
装
の
よ
う
に
紙
背
側
に
記
載
が
あ
る
。
そ
の
後
は

再
び
袋
綴
の
折
山
が
連
な
る
が
、
こ
の
合
間
に
も
折
山
の
な
い
二
紙
が
混
じ
っ

て
い
る
。

　

以
上
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
調
査
当
初
の
印
象
で
は
何
ら
か
の
錯
簡
に
よ
る

も
の
だ
ろ
う
と
受
け
と
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
前
小

口
側
に
折
山
の
な
い
箇
所
の
ほ
と
ん
ど
は
、
図
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
袋

綴
一
丁
分
の
表
裏
に
墨
書
（
①
→
②
の
順
に
記
載
）
し
た
後
、前
小
口
側
に
あ
っ

た
折
山
を
切
り
裂
き
（
③
）、
そ
の
合
間
す
な
わ
ち
紙
背
側
に
追
筆
（
④
→
⑤

の
順
に
記
載
）
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

　

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
れ
と
は
異
な
る
図
２
の
ご
と
き
一
例
も
あ
る
。
こ
の

場
合
、
紙
背
記
載
内
容
が
図
１
の
④
→
⑤
の
並
び
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
逆

順
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
一
丁
分
に
つ
い
て
は
、
紙
背
側
の
墨
書

の
ほ
う
が
先
に
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
（
ⓐ
→
ⓑ
の
順
に
記
載
）、
料
紙

表
も
紙
背
側
で
あ
る
。
こ
れ
を
翻
し
て
袋
綴
に
装
訂
し
、
反
故
裏
に
清
書
（
ⓒ

→
ⓓ
の
順
に
記
載
）
し
た
後
で
前
小
口
側
の
折
山
（
ⓔ
）
を
切
り
裂
い
た
か
、

あ
る
い
は
切
り
裂
い
た
後
に
清
書
し
た
か
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
気

付
い
た
。

　

要
す
る
に
、
本
来
の
本
紙
は
全
二
十
五
紙
＝
二
十
五
丁
か
ら
な
り
、
そ
の
う

ち
第
五
～
七
丁
に
つ
い
て
は
図
１
の
よ
う
に
切
開
し
て
紙
背
側
に
追
筆
を
施
し

た
状
態
に
あ
り
、
第
十
九
丁
に
つ
い
て
は
図
２
の
状
態
の
折
山
を
切
開
し
て
反

図１　『南方八幡宮祭礼旧記』第五丁（現状の図）

図２　『南方八幡宮祭礼旧記』第十九丁（切開前推定図）三
七



故
文
書
を
見
せ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
従
来
は
こ
れ
ら
の
点

が
看
過
さ
れ
て
き
た
た
め
、
例
え
ば
『
宇
部
市
史
』『
山
口
県
史
』
の
翻
刻
で

は
第
五
丁
の
表
と
裏
と
が
分
断
さ
れ
、
そ
の
間
に
紙
背
側
の
文
字
が
混
入
し
て

い
る
。す
な
わ
ち
図
１
で
言
え
ば
①
→
④
→
⑤
→
②
の
順
に
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
第
六
～
七
丁
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と

同
じ
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
更
に
第
十
九
丁
に
つ
い
て
は
ⓒ
→
ⓑ
→
ⓐ
→
ⓓ
の

順
で
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
混
乱
は
更
に
著
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
上
の

見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
全
体
的
に
翻
刻
し
直
す
こ
と
に
し
た
。

　

つ
ぎ
に
、
右
の
袋
綴
切
開
丁
の
表
裏
と
紙
背
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
跡
異

同
の
観
点
か
ら
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
半
丁
ご
と
の
範

囲
内
で
さ
え
異
な
る
筆
跡
が
混
入
す
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
筆
跡
異
同
の
判
別

は
容
易
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
第
五
丁
の
表
裏
ど
う
し
は
明
ら
か
に
同
筆
で
あ

り
、
そ
の
筆
跡
は
第
六
丁
表
裏
や
第
七
丁
表
裏
も
含
め
て
同
筆
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
第
五
丁
表
裏
と
そ
の
紙
背
と
の
間
で
比
較
す
る
と
、「
年
」「
月
」「
日
」

な
ど
の
筆
跡
が
異
な
り
、
異
筆
と
判
別
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
紙
背
ど
う
し
で
比
較
す
る
と
、
第
五
丁
紙
背
と
第
六
丁
紙
背
と
は

同
筆
で
あ
り
、記
載
内
容
も
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
。
第
七
丁
紙
背
に
つ
い
て
は
、

後
世
の
追
筆
が
混
じ
る
と
と
も
に
、
筆
跡
が
粗
雑
と
な
る
た
め
必
ず
し
も
判
然

と
は
し
な
い
が
、
そ
の
主
要
筆
跡
の
「
ん
」
字
が
第
六
丁
紙
背
と
近
似
す
る
こ

と
か
ら
、
第
五
～
七
丁
の
紙
背
ど
う
し
は
同
筆
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
か
ら
、
第
五
丁
～
七
丁
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
袋
綴
に
装
訂
し
て
各
丁
の

表
裏
に
墨
書
し
た
後
で
、
お
そ
ら
く
後
世
の
別
人
が
第
五
丁
～
七
丁
の
紙
背
に

補
足
情
報
を
補
入
す
る
た
め
に
、
図
１
の
③
の
よ
う
に
前
小
口
側
の
折
山
を
切

開
し
、
三
丁
分
の
紙
背
側
に
ま
と
め
て
追
筆
し
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
第
十
九
丁
紙
背
に
つ
い
て
は
、
右
の
第
五
～
七
丁
紙
背
と
は

明
ら
か
に
異
筆
で
あ
る
。
む
し
ろ
第
十
九
丁
の
場
合
に
は
、
表
側
（
第
十
九
丁

表
裏
）
と
紙
背
側
の
両
筆
跡
が
同
一
人
物
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
ほ
ぼ
同
内

容
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
要
す
る
に
後
者
が
草
稿
で
あ
り
、
こ
れ
を
書
い

た
本
人
が
そ
の
反
故
裏
に
清
書
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
清
書
な
ら
ば
別
紙
化
す

る
ほ
う
が
容
易
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
あ
え
て
紙
背

側
も
保
存
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
清
書
前
に
料

紙
中
央
で
切
り
裂
か
れ
て
い
れ
ば
、
ⓐ
→
ⓒ
お
よ
び
ⓑ
→
ⓓ
の
転
写
は
比
較
的

容
易
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
も
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
従
来
の
活
字
翻
刻
に
生
じ
て
い
た
錯
簡
を
修
正
す

る
と
と
も
に
、
前
小
口
側
の
切
開
や
紙
背
側
の
筆
跡
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
お

よ
そ
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
近
世
の
元
文
四

年
修
補
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
小
括
し
て
お
き
た
い
。

　

上
述
の
通
り
、
元
文
四
年
の
修
補
に
よ
っ
て
、
本
紙
に
は
基
本
的
に
裏
打
が

施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
紙
背
側
に
墨
書
が
あ
る
料
紙
に
つ
い
て
は
裏
打

さ
れ
て
い
な
い
点
に
改
め
て
注
目
し
た
い
。
も
し
も
前
小
口
側
の
切
開
が
生
じ

た
の
が
右
の
修
補
以
降
だ
っ
た
な
ら
ば
、
紙
背
側
の
裏
打
紙
の
上
に
墨
書
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
裏
打
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
紙
背

側
に
墨
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
覆
い
隠
さ
ぬ
よ
う
配
慮
し
た
様
子
が
窺
え
る
。

第
十
九
丁
の
紙
背
草
稿
に
つ
い
て
は
当
然
だ
が
、
第
五
～
七
丁
の
紙
背
墨
書
に
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つ
い
て
も
、
元
文
四
年
の
修
補
以
前
の
原
装
訂
の
段
階
で
す
で
に
記
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 

（
２
）
料
紙
の
異
同
と
墨
汚
れ

　

そ
れ
で
は
次
に
、
原
装
訂
を
構
成
し
た
第
一
～
二
十
四
丁
の
う
ち
、
裏
打
の

あ
る
料
紙
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

主
要
料
紙
と
な
る
第
一
～
四
丁
、
第
八
～
十
五
丁
、
第
十
七
～
十
八
丁
に
つ

い
て
は
共
紙
と
思
わ
れ
、
い
ず
れ
も
簀
目
の
見
え
る
楮
の
打
紙
で
あ
る
。
裏
打

の
な
い
第
五
～
七
丁
お
よ
び
第
十
九
丁
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
よ
り
も
紙
厚
が

薄
め
で
光
沢
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
裏
打
の
有
無
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
に
雰
囲
気
が
違
っ
て
見
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
慎
重
を
期
し
て
今
後
の
検

討
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

　

第
十
六
丁
に
つ
い
て
は
右
の
主
要
料
紙
と
異
な
り
、簀
目
間
隔
が
若
干
広
い
。

紙
背
側
は
裏
打
で
覆
わ
れ
、
直
接
観
察
で
き
な
い
が
、
神
号
を
列
挙
し
た
墨
書

が
透
け
て
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
表
側
が
反
故
紙
の
料
紙
裏
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

上
小
口
側
は
若
干
幅
で
切
除
さ
れ
、
紙
背
墨
書
の
上
部
も
そ
こ
で
断
た
れ
、
料

紙
の
縦
が
足
り
ず
、
裏
打
紙
の
見
え
る
幅
が
広
め
と
な
っ
て
い
る
。

　

残
り
の
第
二
十
～
二
十
四
丁
に
つ
い
て
も
主
要
料
紙
と
異
な
り
、
そ
れ
ら
は

次
の
三
種
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
第
二
十
～
二
十
一
丁
は
簀
目
の
見
え
な
い
楮
の

非
打
紙
で
あ
る
。
第
二
十
二
～
二
十
三
丁
は
簀
目
が
見
え
る
が
、
楮
の
繊
維
チ

リ
が
多
め
に
散
見
し
、
全
体
的
に
赤
み
が
か
っ
て
見
え
る
。
最
後
の
第
二
十
四

丁
は
破
損
や
劣
化
が
著
し
く
、
楮
の
紙
質
が
最
も
粗
く
感
じ
ら
れ
、
第
十
六
丁

と
同
様
に
料
紙
裏
使
用
の
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
第
二
十
三
丁
以
外
の
料
紙

の
縦
は
若
干
足
り
ず
、
上
小
口
に
裏
打
紙
が
少
し
見
え
る
。

　

以
上
の
う
ち
、
と
り
わ
け
後
半
の
第
十
一
丁
裏
以
降
に
は
、
墨
汚
れ
が
付
着

し
て
い
る
箇
所
が
意
外
に
多
い
。
ほ
と
ん
ど
は
、
墨
書
後
ま
だ
乾
き
き
ら
ぬ
ま

ま
の
接
触
に
伴
う
墨
汚
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
所
見
か
ら
、
仮
綴
ま
た
は
装
訂

や
墨
書
が
な
さ
れ
た
状
況
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
気
付
く
の
は
第
九
丁
裏
中
央
の
墨
汚
れ
だ
が
、
こ
れ
は
第
十
丁
表
の
異

筆
部
分
か
ら
付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、付
着
時
期
は
右
の
追
筆
段
階
に
降
る
。

と
こ
ろ
が
第
十
一
丁
裏
の
墨
汚
れ
は
、
第
十
二
丁
表
の
本
文
三
～
五
行
目
あ
た

り
か
ら
付
着
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
を
墨
書
し
た
時
点
で
、
第
十
一
～
十

二
丁
間
は
す
で
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
状
況
が
窺
え
る
。
ま
た
、
第
十
二
丁
裏
の

墨
汚
れ
は
第
十
三
丁
表
の
冒
頭
二
行
分
か
ら
、
逆
に
第
十
三
丁
表
の
墨
汚
れ
は

第
十
二
丁
裏
の
末
尾
二
行
分
か
ら
、
第
十
三
丁
裏
の
墨
汚
れ
は
第
十
四
丁
表
の

全
筆
か
ら
、
逆
に
第
十
四
丁
表
の
墨
汚
れ
は
第
十
三
丁
裏
の
最
末
行
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
付
着
し
て
い
る
。
第
十
四
丁
裏
と
第
十
五
丁
表
に
つ
い
て
も
、
相
互
に
墨

汚
れ
が
付
着
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
上
の
範
囲
も
、
墨
書
以
前
に
仮
綴
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

第
十
六
丁
裏
の
墨
汚
れ
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
丁
表
中
央
の
異
筆
部
分
か
ら

付
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
付
着
時
期
は
右
の
追
筆
段
階
に
降
る
。
た
だ
し
そ

の
付
着
位
置
が
や
や
下
に
ズ
レ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
。
お
そ
ら
く
追
筆
汚

れ
が
付
着
す
る
頃
の
第
十
六
丁
は
、
上
小
口
側
の
若
干
幅
を
欠
く
分
だ
け
上
に

寄
せ
て
綴
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
装
訂
に
よ
り
、
上
小
口
側
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が
多
め
に
裁
断
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
や
が
て
追
筆
汚
れ
が
付
着
し
た
後
、

下
小
口
側
に
寄
せ
て
綴
じ
直
さ
れ
た
結
果
、
汚
れ
の
位
置
が
現
在
の
よ
う
に
下

が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
第
十
六
丁
の
料
紙
は
そ
の
前
後
と
は
異

な
る
も
の
の
、
現
在
の
装
訂
に
改
め
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
第
十
七
丁
の
手
前
に

綴
じ
ら
れ
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
。
第
十
七
丁
表
に
追
筆
さ
れ
た
時
期
は

原
装
訂
以
降
、
修
補
以
前
の
時
期
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
第
十
七
丁
裏
と
第
十
八
丁
表
、
第
二
十
丁
裏
と
第
二
十
一
丁
表
、

第
二
十
一
丁
裏
と
第
二
十
二
丁
表
、
第
二
十
二
丁
裏
と
第
二
十
三
丁
表
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
は
、
相
互
に
墨
汚
れ
が
付
着
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

も
仮
綴
さ
れ
て
か
ら
墨
書
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
二
十
四
丁
裏
の
墨
汚
れ
に
つ
い
て
は
、
同
丁
表
か
ら
付
着
し

て
い
る
。
つ
ま
り
墨
書
さ
れ
た
直
後
に
は
、
現
状
の
山
折
り
と
は
逆
の
谷
折
り

で
折
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
こ
の
一
紙
は
綴
じ
ら

れ
て
お
ら
ず
、
の
ち
に
補
入
さ
れ
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

　

以
上
の
所
見
か
ら
、
第
一
～
十
八
丁
の
う
ち
共
紙
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
少

な
く
と
も
第
十
二
丁
以
降
が
墨
書
さ
れ
る
前
に
、
仮
綴
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

高
い
と
言
え
る
。
し
か
も
一
括
筆
写
で
は
な
く
、
段
階
的
に
書
き
継
が
れ
た
な

ら
ば
、
墨
書
時
期
は
仮
綴
時
期
か
ら
か
な
り
降
る
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
検
討
に
際
し
て
は
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
第
十
六
丁
は
、反
故
裏
の
墨
書
と
の
前
後
関
係
は
不
明
だ
が
、

補
入
時
期
は
少
な
く
と
も
修
補
以
前
に
遡
る
。
第
二
十
～
二
十
三
丁
に
つ
い
て

は
、
料
紙
を
補
っ
た
後
に
墨
書
が
書
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
～
七

丁
お
よ
び
第
十
九
丁
に
つ
い
て
は
、
料
紙
の
異
同
判
別
を
留
保
し
て
い
る
た
め

検
討
の
余
地
が
残
る
が
、
第
二
十
四
丁
に
つ
い
て
は
、
原
装
訂
ま
た
は
修
補
段

階
に
補
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

二
、
第
一
～
十
二
丁
表
冒
頭
の
検
討

　

前
章
で
は
、
本
史
料
の
形
態
的
特
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
筆
跡

異
同
に
関
す
る
検
討
に
も
踏
み
込
ん
だ
。
筆
跡
異
同
の
判
別
に
つ
い
て
は
、
客

観
的
な
論
証
が
難
し
く
、
誤
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
仮
説
的
な
見
解
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
に
は
一
定
以
上
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。そ
こ
で
本
章
以
降
で
は
、

こ
の
検
討
を
ひ
と
ま
ず
全
体
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
史
料
の
現
状
お
よ

び
旧
状
に
関
す
る
把
握
を
更
に
目
指
し
た
い
。

　

本
史
料
の
中
心
と
な
る
第
一
～
二
十
四
丁
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
複
数
の
筆

跡
が
混
じ
る
も
の
の
、
主
要
筆
跡
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
中
世
段
階
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
検
討
し
た
紙
背
文
言
を
ひ
と
ま
ず
差
し
置
き
、
主
要

筆
跡
の
あ
り
よ
う
や
内
容
を
比
較
す
る
と
、
ひ
と
ま
ず
次
の
六
群
に
大
別
で
き

る
。

　
　

Ａ
、
第
一
～
十
二
丁
表
冒
頭
の
主
要
筆
跡
。

　
　

Ｂ
、
第
十
二
～
十
四
丁
の
筆
跡
。

　
　

Ｃ
、
第
十
四
丁
裏
末
尾
～
十
五
丁
の
筆
跡
。

　
　

Ｄ
、
第
十
六
～
十
八
丁
表
の
複
数
筆
跡
群
。

　
　

Ｅ
、
第
十
八
丁
裏
～
二
十
一
丁
裏
の
複
数
筆
跡
群
。
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Ｆ
、
第
二
十
二
～
二
十
四
丁
の
複
数
筆
跡
群
。

　

こ
れ
ら
は
更
に
前
半
の
Ａ
群
と
、
後
半
の
Ｂ
～
Ｆ
群
と
に
大
括
り
で
き
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
前
半
の
Ａ
群
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

Ａ
群
に
つ
い
て
は
同
一
人
物
の
筆
跡
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
第
四
丁
表
に

は
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

も
と
の
日
記
や（

破

失

）

ふ
れ
う
す
る
に
よ
て
、
あ（

悪

筆

）

く
ひ
つ
な
り
と
い
へ
と
も
、
も

と
の
日
記
ニ
ま
か
せ
て
う
つ
し
お
く
な
り
、

と
記
す
く
だ
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
も
と
の
日
記
」
が
そ
の
筆
写
以
前
に
破

損
し
た
状
態
で
伝
わ
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
い
う「
も
と
の
日
記
」

の
範
囲
は
第
一
～
四
丁
表
あ
た
り
ま
で
と
考
え
ら
れ
、そ
こ
に
は
正
安
三
年（
一

三
〇
一
）
や
徳
治
四
年
（
一
三
〇
九
）
の
神
供
書
上
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
鎌

倉
時
代
後
期
に
お
け
る
当
社
の
故
実
が
、
そ
の
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
規
範
と

さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
も
と
の
日
記
」
の
成
立
こ
そ
、

本
史
料
成
立
過
程
の
第
一
段
階
と
し
て
想
定
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
後
に
続
く
第
四
丁
裏
～
五
丁
表
に
は
、「
八
幡
宮
僧
饍
米
」

に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
重
要
な
文
言
が
見
え
る
。

　
　

白
米
四
升
松
量
、
三
升
有
吉
、
三
升
倉
益
方
、

　
　

三
升
恒
吉
、
一
升
五
合
吉
清
、
一
升
五
合
貞
依
、
一
升
五
合
貞
宗
、

　
　

一
升
五
合
吉
富
、
一
升
五
合
国
吉
、
一
升
五
合
恒四
郎
丸
久
、
一
升
五
合
利
真
、

　
　

一
升
五
合
友
末
、
一
升
五
合
倉
次
、
白
米
二
斗
四
升
、
こ
れ
ハ

　
　

き（

北

方

）

た
か
た
十
六
人
御
百
姓
ひ
き
わ
け
て
の
ち
、
頭
人
ニ

　
　

つ
け
て
さ（
沙
汰
）た
あ
る
へ
き
も
の
な
り
と
さ（
定
）た
む
る
、

　
　
　

文
保
元
年
丁
巳
八
月
七
日

　

す
な
わ
ち
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
頃
、
北
方
の
百
姓
が
引
き
分
か
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
直
接
に
は
祭
礼
運
営
基
盤
の
分
離
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
こ

の
頃
に
、
賀
保
庄
の
下
地
が
分
割
さ
れ
、
北
方
と
南
方
と
に
分
か
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
年
を
契
機
と
し
て
「
八
幡
宮
僧
饍
米
」
の

「
白
米
二
斗
四
升
」
が
「
頭
人
」
負
担
の
方
式
に
改
め
ら
れ
た
様
子
が
窺
え
る
。

本
史
料
に
は
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
か
ら
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）
ま

で
及
ぶ
頭
人
負
担
記
録
が
書
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
の
方
式
の
開
始
が
右
の

文
保
元
年
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
画
期
を
な
す

規
範
の
制
定
が
、「
も
と
の
日
記
」
の
成
立
後
も
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が

窺
え
る
。

　

な
お
右
の
第
四
丁
以
降
、第
十
一
丁
ま
で
の
間
に
は
、至
徳
三
年（
一
三
八
六
）

に
至
る
様
々
な
年
代
の
祭
礼
関
係
記
録
が
筆
写
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
四
丁
と

同
様
の
筆
写
コ
メ
ン
ト
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
七
丁
表
に
は
、

　
　

�

右
、
さ（
座
）の
し（
次
第
）

た
い
わ
正
和
元
年
甲
子
引
付
ま
か
せ
て
、
う
つ
し
お
き
候
な

り
、

と
記
し
、
第
十
丁
表
に
は
、

　
　

も
と
の
か（

書

付

）

き
つ
け
わ
建
長
七
卯
乙
年
と
あ
り
、

と
記
す
。
更
に
第
十
二
丁
表
の
冒
頭
に
は
、

　
　

�
右
、
悪
筆
な
り
と
い
へ
と
も
、
の
ち
の
た
め
に
し
る
し
お
く
所
如
件
、

　
　

于
時
至
徳
三
年
〈
丙
寅
〉
九
月
晦
、

と
記
す
（
た
だ
し
晦
の
字
は
追
筆
の
可
能
性
あ
り
）。
筆
写
コ
メ
ン
ト
の
類
似
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性
や
年
代
表
記
か
ら
考
え
る
と
、「
も
と
の
日
記
」
や
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た

規
式
の
筆
写
も
含
む
Ａ
群
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
、
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
九

月
に
筆
写
さ
れ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、
本
史
料
成
立
過
程
に
お
け
る
第
二
段
階
と
し
て
、「
も
と
の
日

記
」
以
後
に
記
さ
れ
た
記
録
群
の
蓄
積
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
至
徳
三
年
九
月

に
至
り
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
の
記
録
群
を
散
逸
か
ら
守
る
た
め
、
そ
れ
ら

を
写
し
と
っ
た
の
が
第
三
段
階
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に
Ａ
群
内
容

は
、
直
接
的
に
は
第
三
段
階
の
あ
り
よ
う
を
伝
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　

な
お
Ａ
群
の
末
尾
に
あ
た
る
第
十
一
丁
裏
～
十
二
丁
表
に
か
け
て
は
、
至
徳

三
年
よ
り
後
の
至
徳
四
年
と
そ
の
翌
年
の
記
事
が
同
筆
で
混
入
し
て
い
る
（
図

３
）。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
同
一
人
物
が
の
ち
に
追
記
し
た
箇
所
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
Ａ
群
と
は
区
別
し
、
Ｂ
群
と
捉
え
て
次
章
で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
Ａ
群
の
合
間
に
は
、
数
多
く
の
異
筆
部
分
が
混
入
し
て

い
る
。
そ
こ
で
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
て
お
き

た
い
。

　

ま
ず
は
Ａ
群
間
異
筆
①
と
し
て
、
前
章
で
検
討
し
た
第
五
～
七
丁
の
紙
背
の

墨
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
本
史
料
に
施
さ
れ
た
追
筆
の
中
で
最

大
規
模
と
言
え
る
。

　

つ
ぎ
に
Ａ
群
間
異
筆
②
と
し
て
、
第
十
丁
表
の
異
筆
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
に

は
、本
史
料
最
古
の
年
代「
建
長
七
年
」（
一
二
五
五
）を
含
む
た
め
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
本
文
で
は
、
ま
ず
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
の
宝
殿
再
建
記
事

が
記
さ
れ
、
次
の
行
に
、
前
掲
の
建
長
七
年
の
「
も
と
の
か
き
つ
け
」
に
触
れ

る
く
だ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
異
筆
②
は
、
こ
の
あ
た
り
の
行
間
二
箇
所
に
分

か
れ
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
二
箇
所
の
間
は
隔
た
っ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う

に
接
続
さ
せ
て
復
元
で
き
る
。

　
　

�

建
長
七
年
乙
卯
始
、
丙
辰
年
八
月
十
六
日
彼
岸
初
日
、
大
工
藤
井
行
事
吉

近
浄
西
、

　
　

別
当
法
橋
重
賢
、
沙
弥
一
貞
、
地
頭
沙
弥
弘
重
、
神
主
貞
世
、
領
家
、

　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
先
代
の
宝
殿
の
再
建
記
事
と
思
わ
れ
る
。
建
長
七
年
と
い

う
の
は
正
確
に
は
作
事
始
の
年
に
あ
た
り
、
翌
年
八
月
十
六
日
に
完
成
し
た
様

子
が
窺
え
る
。
別
当
は
法
橋
重
賢
。
神
主
は
貞
世
。
と
り
わ
け
前
者
の
法
橋
と

い
う
僧
位
は
、
鎌
倉
時
代
の
地
方
で
は
高
い
。
こ
の
ほ
か
領
家
・
地
頭
・
大
工

の
名
も
見
え
る
。
出
典
は
、
棟
札
の
写
の
類
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
本
文
で
は
、
永
徳
三
年
の
宝
殿
再
建
記
事
に
関
連
す
る
建
長
七
年

の
「
も
と
の
か
き
つ
け
」
に
触
れ
て
あ
っ
た
も
の
の
、
詳
述
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
Ａ
群
成
立
後
に
、
何
者
か
が
建
長
「
八
」
年
上
棟
の
記
事
を
補
入

し
て
補
足
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

更
に
Ａ
群
間
異
筆
③
と
し
て
、
布
引
宏
氏
が
近
世
段
階
の
追
記
と
推
定
し
た

「
氏
子
」
関
係
記
事
群
を
挙
げ
て
お
き
た
い（
３
）。
布
引
氏
は
、
記
述
内
容
の
比
較

か
ら
追
筆
と
推
定
し
た
が
、
筆
跡
の
比
較
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
が
同
じ
筆
跡
で

あ
り
、
か
つ
本
文
と
は
異
筆
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
具
体
的
に
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　

第
五
丁
裏　
　
　
「
以
上
氏
子
九
百
九
十
六
軒
」

　
　

第
五
丁
裏
紙
背　
「
尚
々
氏
子
北
原
ニ
三
拾
五
軒
、
花
そ
の
百
拾
二
軒
」
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第
七
丁
裏　
　
　
「
片
倉
邑
一
、
次
ニ
」

　
　

第
七
丁
裏
紙
背
「
一
う
じ
子 

王
子
三
拾
弐
軒

古
殿
四
拾
壱
軒
」

　

し
か
も
こ
の
よ
う
に
、
本
文
の
み
な
ら
ず
紙
背
（
つ
ま
り
異
筆
①
）
の
行
間

に
も
こ
れ
ら
が
追
記
さ
れ
て
お
り
、
異
筆
③
の
ほ
う
が
更
に
新
し
い
様
子
も
確

認
で
き
る
。
な
お
異
筆
③
の
筆
跡
は
、
筆
の
毛
羽
立
ち
か
た
が
、
第
十
八
丁
表

末
尾
の
追
筆
部
分
と
も
似
て
お
り
、更
に
は
裏
表
紙
見
返
に
あ
る
明
治
四
年（
一

八
七
一
）
六
月
二
十
日
の
日
付
を
有
す
る
墨
書
と
も
似
て
い
る
。
以
上
が
同
筆

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
追
筆
時
期
は
、
明
治
初
年
前
後
ま
で
降
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
っ
ぽ
う
Ａ
群
間
異
筆
④
と
し
て
、Ａ
群
に
限
ら
ず
本
史
料
の
ほ
ぼ
全
体（
第

二
～
十
八
丁
）
に
わ
た
っ
て
、
細
筆
の
傍
注
ル
ビ
や
加
筆
修
正
の
書
き
入
れ
が

散
見
す
る
。
紙
背
側
の
異
筆
①
の
行
間
に
ま
で
及
ぶ
の
は
異
筆
③
と
同
様
で
あ

り
、
や
は
り
後
世
の
追
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
異
筆
④
が
伝
え
る

情
報
に
は
疑
問
を
感
じ
る
点
が
多
く
、
検
討
に
際
し
て
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
第
二
丁
表
の「
両
三
方
」の
傍
注
と
し
て
、「
リ
ョ
ウ
三
カ
タ
」と
あ
る
。

同
丁
の
本
文
の
他
所
に
は
「
り
や
う
三
ほ
う
」
と
あ
り
、
本
文
と
傍
注
の
読
み

か
た
が
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
同
丁
の
「
御
す
か
う
の
た
て
も
の
事
」
の
傍
注

と
し
て
「
タ
ツ
モ
ノ
」
と
あ
り
、第
二
丁
裏
に
あ
る
「
お
し
き
も
ち
い
十
ま
い
」

の
傍
注
と
し
て
「
ヲ
シ
キ
リ
ノ

十
枚
」
と
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
誤
読
や
誤

解
が
あ
る
。
な
か
で
も
「
公
文
」
の
傍
注
に
つ
い
て
は
、
第
二
丁
裏
で
は
「
コ

モ
ノ
」
と
読
み
、
第
三
丁
裏
で
は
「
コ
ブ
ン
」
と
読
む
な
ど
区
々
に
な
っ
て
い

る
。「
公
文
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
中
世
の
荘
官
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
読
み

か
た
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
時
代
の
傍
注
に
相
違
な
い
。
す
な
わ
ち
近
世
以
降

に
降
る
可
能
性
が
高
く
、
あ
る
い
は
異
筆
③
に
近
い
時
期
の
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　

な
お
第
一
丁
表
の
「
申
さ
ん
米
」
に
も
、同
じ
細
筆
傍
注
で
「
ナ
カ
サ
ン
米
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
山
口
県
史
』
が
こ
こ
を
「
中〔
申
〕
さ（
散
）ん
米
」
と
し
た
の
は
、

傍
注
を
無
視
し
づ
ら
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
む
し
ろ
上
記
の
よ
う
に

こ
の
傍
注
に
は
問
題
が
多
い
こ
と
か
ら
、傍
注
を
無
視
し
て
所
見
の
ま
ま
「
申
」

と
解
せ
ば
よ
い（
４
）。

　

同
様
に
、
第
六
丁
表
の
頭
人
記
載
の
記
載
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。
一
例

を
示
す
と
、

　
　

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
御
方
江
、

有
吉
ゟ
、　　

永
和
二
年
丙辰
八
月
十
二
日
、

　

こ
の
よ
う
に
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
こ
の

う
ち
「
江
」
や
「
ゟ
」
は
追
筆
部
分
で
あ
り
、
よ
く
見
れ
ば
上
記
の
細
筆
傍
注

と
同
じ
異
筆
④
な
の
で
、
こ
れ
ら
も
無
視
す
べ
き
で
あ
る
。
本
文
の
意
は
、
公

文
名
と
有
吉
名
の
両
名
が
永
和
二
年
八
月
祭
礼
の
頭
役
負
担
を
し
た
と
解
す
る

の
が
自
然
だ
が
、
こ
の
細
筆
異
筆
④
の
補
筆
者
は
、
有
吉
名
か
ら
公
文
に
白
米

を
送
っ
た
と
解
し
た
よ
う
で
あ
り
、明
ら
か
に
誤
解
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で『
宇

部
市
史
』
や
『
山
口
県
史
』
で
は
、
他
の
行
も
含
め
て
「
江
」
や
「
ゟ
」
を
そ

の
ま
ま
翻
刻
し
て
き
た
が
、
原
文
通
り
と
は
言
え
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
も
無
視

す
べ
き
記
載
と
言
え
る
。

　

次
に
Ａ
群
間
異
筆
⑤
と
し
て
、
第
八
丁
に
二
箇
所
あ
る
筆
跡
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。
そ
の
一
つ
目
は
、
第
八
丁
表
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　
　

一�

、
公
文
代
三
郎
右
衛
門
入
道
、
法
名
道
琳
、
ひ（

丙

申

）

の
へ
さ
る
の
と
し
退
転
、
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同
年
ヨ
リ
息
男
与
三
こ
れ
を
相
伝
候
、
又
か（

庚

子

）

の
へ
ね
の
は
る
よ
り
同
兄

源
左
衛
門
こ
れ
ニ
蒙
仰
了
、

二
つ
目
は
、
第
八
丁
裏
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　
　

�

地
頭
代
官
師
井
景
吉
、
き（

乙

酉

）

の
と
と
り
の
年
死
去
、
同
年
ヨ
リ
子
息
弥
太

郎
盛
吉
そ（

相

続

）

う
そ
く
、
又
み（

壬

辰

）

つ
の
へ
た
つ
の
と
し
よ
り
寺
内
因
幡
守
盛
清
、

き（

乙

未

）

の
と
ひ
つ
し
の
と
し
ま
て
御
か
ゝ
ゑ
、
同
と
し
よ
り
引
□
、
又
師
井
修

理
亮
盛
吉
さ（
座
役
）

や
く
承
了
、
ひ（

丁

酉

）

の
と
と
り
の
と
し
退
転
、
同
と
し
よ
り
舎
弟

僧
禅
鳳
書
記
さ
や
く
承
了
、

こ
れ
ら
も
細
筆
で
は
あ
る
が
、
上
述
し
た
問
題
の
異
筆
④
と
は
異
な
る
。
し
か

も
そ
の
異
筆
④
の
細
筆
傍
注
が
こ
の
あ
た
り
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
異

筆
⑤
の
追
筆
時
期
は
古
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
第
八
丁
裏
の
後
半
二
つ

の
干
支
に
つ
い
て
は
、
原
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
き
の
の
日
つ
し
」「
ひ
の
の
と

り
」
と
見
え
る
崩
し
字
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
問
題
の
細
筆
傍
注

が
「
き
の
へ
の
ひ
つ
し
」「
ひ
の
へ
の
と
り
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
も
そ
も
「
き
の
へ
の
ひ
つ
し
」「
ひ
の
へ
の
と
り
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ

も
干
支
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
し
か
も
第
八
丁
表
の
「
ひ
の
へ

さ
る
」「
か
の
へ
ね
」
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
へ
」
字
を
判
別
で
き
る

よ
う
強
調
し
て
明
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
は
「
の
」
字
が
入
ら
な
い
。
同
一
筆
跡

で
干
支
の
表
記
が
異
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、「
き

の
の
日
つ
し
」「
ひ
の
の
と
り
」
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
め
の
「
の
」
に
見
え
る
字
は
、

変
体
仮
名
「
刀
（
＝
と
）」
の
崩
し
字
か
、
あ
る
い
は
そ
の
転
記
ミ
ス
と
考
え

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。「
き
の
と
ひ
つ
し
」「
ひ
の
と
と
り
」
で
あ
れ
ば
、
干
支
と

し
て
存
在
す
る
。
従
来
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
修
正
を
要
す

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ａ
群
の
合
間
に
見
ら
れ
る
代
表
的
な
五
種
の
異
筆
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
ほ
か
、
異
筆
⑥
と
し
て
第
二
丁
表
の
「
四
十
八
文
な

り
」、
異
筆
⑦
と
し
て
第
二
丁
裏
「
見
明
」・
第
三
丁
表
「
普
賢
寺
主
見
明
」・

第
四
丁
裏
「
普
賢
寺
主
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
異
筆
に
つ
い

て
は
他
の
筆
跡
と
の
異
同
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね

た
い
。
少
な
く
と
も
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
本
紙
前
半
第
一
～
十
二
丁
表
冒

頭
に
お
け
る
主
要
筆
跡
（
Ａ
群
）
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
至
徳
三
年
（
一

三
八
六
）
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
右
の
範
囲
に
は
そ
れ
以
降
、
中
世
後
期
か

ら
近
世
近
代
に
ま
で
及
ぶ
数
多
く
の
追
筆
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
、
追
筆
の
情

報
に
は
信
頼
で
き
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
、
以

上
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　

三
、
第
十
二
～
二
十
四
丁
の
検
討

　

本
章
で
は
、
本
史
料
の
後
半
に
あ
た
る
第
十
二
～
二
十
四
丁
、
す
な
わ
ち
前

章
で
明
ら
か
に
し
た
六
群
の
う
ち
、
残
り
の
Ｂ
～
Ｆ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介

し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

　

Ｂ
群
（
第
十
二
～
十
四
丁
の
筆
跡
）
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
前
半
に
つ
い
て

は
、
Ａ
群
記
主
と
同
一
人
物
に
よ
る
書
き
継
ぎ
で
あ
る
。
後
半
に
つ
い
て
も
同

筆
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
明
言
し
づ
ら
い
。
全
体
と
し
て
筆
致
に
バ
ラ
付
き

四
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が
あ
り
、「
白
」
字
な
ど
筆
跡
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、

複
数
の
筆
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
こ
で
筆
跡
の
問
題
に
つ

い
て
は
、内
容
お
よ
び
区
分
範
囲
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
上
で
再
検
討
し
た
い
。

　

Ｂ
群
の
内
容
年
代
と
し
て
は
、
Ａ
群
最
末
と
な
る
「
至
徳
三
年
九
月
晦
」
の

記
載
の
後
か
ら
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
八
月
の
記
事
ま
で
で
区
切
っ
て
捉

え
て
み
た
。
た
だ
し
Ｂ
群
冒
頭
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

若
干
の
検
討
を
要
す
る
。

　

Ａ
群
最
末
の
「
至
徳
三
年
九
月
晦
」
の
記
載
と
同
じ
行
に
は
、
そ
れ
に
続
け

て
「
一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
」
と
書
か
れ
、
安
富
名
と
益
富
名

が
負
担
し
た
旨
の
頭
役
負
担
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
（
図
３
）。

そ
し
て
こ
の
右
脇
に
は
「
至
徳
五
年
戊
辰
八
月
日
」
と
書
か
れ
、

こ
の
「
五
」
が
抹
消
さ
れ
て
「
三
」
に
修
正
さ
れ
て
お
り
、「
戊

辰
」
も
抹
消
さ
れ
て
「
丙
寅
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

0

0

0

0

に
見
え
る

0

0

0

0

。と
こ
ろ
が
右
の
二
箇
所
の
修
正
筆
跡
に
つ
い
て
は
、

前
章
で
述
べ
た
問
題
の
細
筆
つ
ま
り
Ａ
群
間
異
筆
④
な
の
で
信

用
で
き
な
い
。
実
際
、
至
徳
三
年
八
月
の
頭
役
負
担
記
録
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
第
十
一
丁
表
に
記
載
済
み
で
あ
る
。
や
は
り

こ
の
細
筆
に
よ
る
修
正
が
間
違
っ
て
お
り
、
も
と
の
ま
ま
「
戊

辰
」
年
（
一
三
八
八
）
の
記
事
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
「
至
徳
五
年
」
と
い
う
表
記
に
も
疑
問
が
残
る
。
北

朝
の
至
徳
年
号
は
す
で
に
前
年
八
月
に
改
元
さ
れ
て
お
り
、「
戊

辰
」
年
は
「
至
徳
五
年
」
で
は
な
く
嘉
慶
二
年
と
さ
れ
て
い
た

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
室
町
幕
府
に
敵
対
し
は
じ
め
た
勢
力
な

ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
嘉
慶
年
号
を
認
め
ず
至
徳
年
号
を
使
い
続

け
る
場
合
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
当
時
の
南
方
八
幡
宮
が
そ

の
よ
う
な
立
場
だ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
い
っ
ぽ
う
、
こ
の

図３　第十二丁表の異筆
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前
年
に
あ
た
る
至
徳
四
年
八
月
の
頭
役
負
担
記
録
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う

に
、「
至
徳
三
年
九
月
晦
」
の
記
載
を
遡
る
第
十
一
丁
裏
に
書
か
れ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
か
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
あ
わ
せ
て
考
え
て
お
き
た

い
。

　

お
そ
ら
く
右
の
二
つ
の
異
例
記
載
は
関
連
し
て
お
り
、
第
十
二
丁
表
「
至
徳

三
年
九
月
晦
」
の
記
載
の
次
の
行
に
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
八
月
の
頭
役

負
担
記
録
を
先
に
記
入
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
年
分
の
記
事
の
遺
漏
が
生
じ
た
た
め
、
ま
ず
は
至
徳
四

年
八
月
の
記
事
を
第
十
一
丁
裏
末
尾
の
余
白
部
分
に
追
記
し
、
そ
の
翌
年
の
記

事
に
つ
い
て
は
、「
至
徳
三
年
九
月
晦
」
の
記
載
の
下
に
む
り
や
り
追
記
し
た

の
だ
ろ
う
。
後
者
が
極
め
て
窮
屈
な
記
載
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
二
年
分
ま
と
め
て
の
追
記
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
至
徳
四

年
に
一
年
を
加
え
て
う
っ
か
り
「
至
徳
五
年
」
と
誤
記
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

し
た
が
っ
て
Ｂ
群
の
実
際
の
記
載
開
始
年
代
は
、
康
応
元
年
八
月
以
降
の
あ

る
段
階
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
年
代
と
し
て
は
、
第
十
一
丁
裏
に
追
記
さ
れ

た
至
徳
四
年
（
一
三
八
七
）
八
月
の
記
事
を
起
点
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
こ
の
年
の
記
事
以
降
、
第
十
四
丁
裏
末
尾
に
書
か
れ
た
応
永
十
五
年
（
一

四
〇
八
）
八
月
ま
で
の
二
十
二
年
分
の
頭
役
負
担
記
録
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

「
頭
人
」
の
「
頭
」
字
が
行
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
応
永
十
六
年

の
記
事
以
降
は
「
頭
」
字
が
草
書
体
に
変
わ
り
、
筆
跡
も
変
わ
る
。
そ
こ
で
こ

の
変
化
を
Ｂ
群
と
Ｃ
群
と
の
境
界
と
し
て
捉
え
た
次
第
で
あ
る
。

　

Ｂ
群
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
Ａ
群
に
多
か
っ
た
祭
礼
故
実
記
事
が
ほ
と
ん
ど

な
く
な
り
、
第
十
二
丁
に
見
え
る
鳥
居
の
建
設
記
事
を
除
け
ば
、
毎
年
八
月
の

頭
役
負
担
記
録
の
記
事
の
み
に
な
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。筆
跡
に
つ
い
て
は
、

筆
致
や
墨
の
濃
淡
が
一
定
せ
ず
、
行
間
の
間
隔
に
も
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
Ｂ
群
の
範
囲
内
に
お
け
る
筆
跡
異
同
の
判
別

が
困
難
な
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｂ
群
の
筆
跡
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
Ａ
群
が
成
立
し
た
後
の
二
十
年
余
の
間
、
毎
年
あ
る
い
は
数
年
分
を
徐
々

に
書
き
継
い
だ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
Ｂ
群
は
、

Ａ
群
成
立
後
の
書
き
継
ぎ
を
重
ね
た
段
階
と
言
え
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
本
史
料

成
立
過
程
の
第
四
段
階
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
に
続
く
Ｃ
群
（
第
十
四
丁
裏
末
尾
～
十
五
丁
）
の
内
容
は
、
つ
い
に
毎

年
八
月
の
頭
役
負
担
記
録
の
み
と
な
り
、
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
八
月
～

同
三
十
一
年
八
月
の
十
六
年
分
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
跡
は
上
述
の
よ

う
に
、「
頭
」
字
が
草
書
体
に
変
わ
る
一
群
と
な
っ
て
い
る
。
行
間
は
一
定
の

間
隔
と
な
っ
て
お
り
、
末
尾
に
向
か
っ
て
次
第
に
墨
が
薄
く
な
っ
て
い
る
。
以

上
の
所
見
か
ら
、こ
れ
ら
が
あ
る
程
度
ま
と
め
て
清
書
さ
れ
た
様
子
が
窺
え
る
。

す
な
わ
ち
Ｃ
群
は
、
Ａ
～
Ｂ
群
の
記
主
か
ら
の
世
代
交
代
を
受
け
て
、
そ
の
後

継
者
が
書
き
継
ぎ
を
担
っ
た
段
階
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
本
史
料
成
立
過
程
の
第

五
段
階
と
捉
え
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
に
続
く
数
丁
分
は
、
様
々
な
筆
跡
や
内
容
が
混
在
し
た
後
、
記
録
の
空

白
期
を
迎
え
、
第
十
八
丁
裏
以
降
の
ま
と
ま
り
に
至
る
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
第

十
八
丁
表
ま
で
を
Ｄ
群
（
第
十
六
～
十
八
丁
表
）
と
し
て
便
宜
的
に
区
分
し
た

上
で
、
次
の
四
種
に
大
別
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。
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Ｄ
群
①　

第
十
六
丁
の
主
要
筆
跡
。

　

こ
の
第
十
六
丁
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
反
故
紙
の

補
入
で
あ
り
、
筆
跡
も
こ
の
前
後
と
異
な
る
。
内
容
は
、
お
そ
ら
く
毎
年

八
月
の
頭
役
負
担
実
績
に
つ
い
て
名
ご
と
に
集
計
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。こ
の
実
績
の
様
子
か
ら
集
計
年
代
を
比
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

　

Ｄ
群
②　

第
十
七
丁
表
の
主
要
筆
跡
。

　

こ
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
Ｃ
群
と
同
筆
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
白
」
字
の

近
似
性
は
顕
著
で
あ
る
。
し
か
も
墨
の
薄
さ
が
Ｃ
群
の
末
尾
に
近
い
。
以

上
か
ら
考
え
る
と
、
本
来
こ
の
第
十
七
丁
は
、
Ｃ
群
の
第
十
五
丁
の
後
に

接
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
の
ち
の
錯
簡
を
経
て
、
こ
の
間
に
第
十
六

丁
を
補
入
し
て
装
訂
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
内
容
は
、
各
種
の
神
事
米

と
そ
の
負
担
者
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

Ｄ
群
③　

第
十
七
丁
裏
～
十
八
丁
表
の
主
要
筆
跡
。

　

こ
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
他
の
範
囲
と
の
異
同
判
別
が
難
し
い
。
内
容

は
、
祭
礼
時
の
酒
肴
の
供
え
か
た
に
つ
い
て
書
き
上
げ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　

Ｄ
群
④　

第
十
六
丁
裏
末
・
第
十
七
丁
表
末
・
同
丁
裏
行
間
の
各
追
筆
部
分
。

　

こ
れ
ら
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
後
出
の
第
二
十
三
丁
表
末
に
見
え
る
Ｆ

群
④
の
追
筆
部
分
と
同
筆
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
、
追
筆
時
期
は
近
世
幕

末
期
に
降
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
内
容
は
、
い
ず
れ
も
神
供
に
関
す

る
故
実
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

Ｄ
群
⑤　

第
十
八
丁
表
末
尾
の
追
筆
部
分

　

こ
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
Ｄ
群
④
に
も
似
て
い
る
が
、
む
し
ろ
上
述
の
通

り
、
Ａ
群
間
異
筆
③
と
同
筆
の
可
能
性
が
高
い
。
事
実
と
す
れ
ば
、
追
筆

時
期
は
や
は
り
明
治
初
年
前
後
に
ま
で
降
る
可
能
性
が
あ
る
。「
大
内
十

八
代
弘
世
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

内
容
は
、
普
賢
寺
石
仏
に
関
す
る
所
伝
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
Ｄ
群
④
⑤
の
追
筆
部
分
に
つ
い
て
は
時
代
が
か
な
り
降

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。そ
の
い
っ
ぽ
う
で
Ｄ
群
②
に
つ
い
て
は
、

本
史
料
成
立
過
程
の
第
五
段
階
に
含
め
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
Ｃ

群
か
ら
続
く
第
五
段
階
の
下
限
は
、
Ｄ
群
②
の
下
限
で
も
あ
る
応
永
三
十
一
年

（
一
四
二
四
）
ま
で
と
捉
え
、
第
五
段
階
の
確
立
時
期
に
つ
い
て
は
そ
の
前
後

が
目
安
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
第
五
段
階
の
下
限
と
な
る
応
永
三
十
一
年
八
月
の
記
事
を
最
後
に
、
連

年
の
祭
礼
頭
役
負
担
記
録
が
い
っ
た
ん
消
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
記
録
が
再

び
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
八
月
以
降
で
あ

る
。
実
に
二
十
年
間
の
空
白
が
生
じ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
間
の
記
録
は
散

逸
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
に
は
こ
の
空
白
期
を
本
史
料
成
立
過
程
の
第

六
段
階
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。
な
お
Ｄ
群
①
③
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
五
～

第
六
段
階
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

右
の
第
六
段
階
の
空
白
期
を
経
た
後
に
続
く
Ｅ
群
（
第
十
八
丁
裏
～
二
十
一

丁
裏
）
は
、
文
安
元
年
八
月
か
ら
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
に
至
る
毎
年
の
頭

役
負
担
記
録
で
あ
る
。
こ
の
記
録
の
み
が
再
び
連
続
す
る
が
、
筆
跡
や
書
式
に

四
七



は
違
い
が
あ
り
、
次
の
四
種
に
大
別
で
き
る
。

　

Ｅ
群
①　

第
十
八
丁
裏
の
主
要
筆
跡
。

　

冒
頭
に
「
文
安
元
年
〈
甲
子
〉
八
月
日
整
始
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
八
月
、
第
十
八
丁
の
料
紙
の
余
白
に
加
筆
す
る

形
で
、
頭
役
負
担
記
録
の
書
き
継
ぎ
を
再
開
し
よ
う
と
し
た
様
子
が
窺
え

る
。
筆
跡
は
第
十
八
丁
表
の
い
ず
れ
の
筆
跡
（
主
要
筆
跡
Ｄ
群
③
お
よ
び

追
筆
Ｄ
群
⑤
）
と
も
異
な
る
。
実
際
に
頭
役
負
担
記
録
は
、
文
安
元
年
の

記
事
か
ら
同
六
年
ま
で
の
六
年
分
を
同
じ
筆
跡
か
つ
同
じ
書
式
で
記
し
て

い
る
が
、
行
間
の
一
部
に
は
異
筆
が
混
じ
っ
て
い
る
。

　

Ｅ
群
②　

第
十
九
～
二
十
丁
裏
冒
頭
。

　

宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
の
記
事
か
ら
頭
役
負
担
記
録
の
筆
跡
が
変
わ

り
、
文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
ま
で
の
三
十
四
年
分
の
記
録
が
同
筆
の

範
囲
で
あ
る
。
宝
徳
二
年
の
記
事
か
ら
は
、筆
跡
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、

書
式
も
大
き
く
変
わ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
一
行
ご
と
に
各

年
の
頭
役
負
担
記
録
が
書
か
れ
、「
頭
人
→
頭
役
（
白
米
二
斗
四
升
）
→

頭
役
負
担
両
名
→
年
月
」
の
順
で
記
載
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
第
十
九

丁
の
宝
徳
二
年
の
記
事
か
ら
は
、
上
下
二
段
に
分
か
れ
、
一
行
ご
と
に
二

年
分
の
頭
役
負
担
記
録
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
「
年
→
頭
役

負
担
両
名
」
の
み
の
簡
略
表
記
に
変
わ
る
。
年
号
表
記
に
「
年
」
字
を
略

す
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
画
期
を
な
す
第
十
九
丁
と
言
え
ば
、
紙
背
に

例
の
草
稿
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
比
較
す
る
と
、
草
稿

も
や
は
り
簡
略
表
記
に
な
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
た
だ
し
草
稿
の
ほ

う
は
二
段
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
一
行
ご
と
に
一
年
分
の
頭
役
負
担
記
録
が

記
さ
れ
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
る
。

　

Ｅ
群
③　

第
二
十
丁
裏
中
～
二
十
一
表
冒
頭

　

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
の
記
事
か
ら
頭
役
負
担
記
録
の
筆
跡
が
再

び
変
わ
り
、
年
号
表
記
に
は
「
年
」
字
記
入
が
概
ね
復
活
す
る
。
同
筆
の

範
囲
は
判
然
と
し
な
い
が
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
く
ら
い
ま
で
で
あ

ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
は
数
年
分
の
ま
と
ま
り
よ
り
も
、
む
し
ろ
上
段
ど
う

し
、
下
段
ど
う
し
の
筆
致
が
似
通
う
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
数
年
分

が
ま
と
め
て
転
記
さ
れ
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

Ｅ
群
④　

第
二
十
一
丁
表
～
同
裏

　

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）
の
記
事
か
ら
頭
役
負
担
記
録
の
筆
跡
が
ま
た

変
わ
る
。
同
筆
の
範
囲
は
や
は
り
判
然
と
し
な
い
が
、
永
正
十
年
（
一
五

一
三
）
ま
で
の
間
に
数
種
の
筆
が
混
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
文
字
の
大
き

さ
に
も
バ
ラ
付
き
が
あ
る
。
Ｅ
群
③
と
は
異
な
り
、
こ
の
あ
た
り
は
年
ご

と
に
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
な
か
で
も
第
二
十
一
丁
裏

の
主
要
筆
跡
に
つ
い
て
は
、後
出
の
Ｆ
群
②
③
の
筆
跡
と
よ
く
似
て
い
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
頭
役
負
担
記
録
が
復
活
す
る
Ｅ
群
①
が
本
史
料
成
立
過

程
の
第
七
段
階
、
そ
れ
ま
で
の
趣
か
ら
変
化
が
生
じ
る
Ｅ
群
②
が
第
八
段
階
、

Ｅ
群
③
を
と
り
ま
と
め
る
時
期
が
第
九
段
階
、
そ
れ
以
降
の
書
き
継
ぎ
が
続
く

Ｅ
群
④
が
第
十
段
階
、
と
ひ
と
ま
ず
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
に
、
Ｆ
群
（
第
二
十
二
～
二
十
四
丁
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
Ｆ
群

四
八



と
は
、
Ｄ
群
と
同
様
に
、
多
様
な
筆
跡
や
内
容
が
混
在
す
る
範
囲
を
ひ
と
ま
ず

便
宜
的
に
捉
え
た
だ
け
で
あ
り
、
概
ね
次
の
五
種
に
大
別
で
き
る
。

　

Ｆ
群
①　

第
二
十
二
丁
表
。

　

明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
の
八
幡
宮
「
御
内
殿
」
上
葺
に
関
す
る
記
事

と
、
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
の
鳥
居
建
立
に
関
す
る
記
事
と
が
同
筆
で

記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
年
代
は
Ｅ
群
④
＝
第
十
段
階
の
範
囲
に
あ
た
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
Ｅ
群
④
の
筆
跡
群
と
比
較
す
る
と
、
ま
さ
に

同
じ
く
文
亀
三
年
の
記
事
の
筆
致
に
近
い
。
同
筆
と
断
言
す
る
の
は
難
し

い
が
、
そ
の
可
能
性
は
高
い
。

　

Ｆ
群
②　

第
二
十
二
丁
裏
。

　

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
八
月
の
「
宮
僧
屋
作
時
四
方
家
上
葺
次
第
」

一
通
が
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
年
代
は
鎌
倉
時
代
で
は
あ
る
が
、
文
亀
三

年
記
事
を
含
む
同
じ
料
紙
で
し
か
も
そ
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
文
亀
三
年
以
降
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
跡
に
つ
い
て
「
正
」
字
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
上
述
の
通
り
、
Ｅ
群
④

の
う
ち
第
二
十
一
丁
裏
の
主
要
筆
跡
に
近
く
、
ま
た
次
項
で
触
れ
る
Ｆ
群

③
に
も
似
て
い
る
。

　

Ｆ
群
③　

第
二
十
三
丁
表
冒
頭
。

　

永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
か
ら
永
正
十
六
年
ま
で
七
年
分
の
頭
役
負
担

記
録
で
あ
る
。
こ
の
間
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
通
り
、
Ｅ
群
④
の

う
ち
第
二
十
一
丁
裏
や
Ｆ
群
②
と
よ
く
似
て
い
る
。
な
お
冒
頭
の
永
正
十

年
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
丁
裏
の
末
尾
に
も
同
年
の
記
事
が
本

来
あ
っ
て
、
情
報
の
一
部
に
矛
盾
が
あ
っ
た
が
、
第
二
十
一
丁
裏
の
記
載

の
ほ
う
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
永
正
十
年
の
記
事
に
つ

い
て
は
第
二
十
三
丁
表
の
形
に
修
正
さ
れ
て
清
書
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

第
二
十
一
丁
裏
の
後
に
こ
の
第
二
十
三
丁
表
が
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
に
第
二
十
二
丁
（
Ｆ
群
①
②
）
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
錯
簡
の

よ
う
に
見
え
る
が
、
上
述
し
た
墨
汚
れ
な
ど
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
本
来

の
並
び
通
り
と
捉
え
て
よ
い
。

　

Ｆ
群
④　

第
二
十
三
丁
表
末
～
裏
の
追
筆
部
分

　

某
年
の
「
を
ん
ち
ょ
く
し
」
引
付
を
追
筆
で
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
文
中
に
見
え
る
「
山
口
御
し
ろ
」
の
語
か
ら
は
、
中
世
段
階
の
雰
囲
気

が
感
じ
ら
れ
な
い
。
山
口
の
大
内
氏
館
や
高
嶺
城
な
ど
を
そ
の
よ
う
に
呼

称
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
近
世
幕
末
期
に
毛
利
氏
の
藩
庁
が
山

口
に
移
っ
た
段
階
に
降
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。筆
跡
は
、

上
述
の
通
り
、第
十
六
丁
裏
末
の
追
筆
部
分
（
Ｄ
群
④
）
と
同
筆
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
近
世
幕
末
期
に
降
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

Ｆ
群
⑤　

第
二
十
四
丁

　

文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
か
ら
十
六
年
ま
で
の
頭
役
負
担
記
録
で
あ

る
。
前
欠
と
見
ら
れ
、
文
明
十
六
年
分
に
つ
い
て
は
当
該
年
の
記
載
の
み

で
そ
れ
以
外
の
情
報
を
欠
き
、
こ
の
後
に
は
空
白
が
続
く
。

　

な
お
右
の
内
容
年
代
は
、
第
二
十
丁
裏
の
情
報
と
重
複
し
、
第
二
十
丁

裏
の
情
報
の
ほ
う
が
広
範
囲
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
十
丁
裏
と
言
え
ば
、

上
述
の
通
り
、
文
明
十
五
年
ま
で
と
同
十
六
年
以
降
と
で
筆
跡
が
異
な
っ

四
九



て
お
り
、
文
明
十
五
年
ま
で
が
Ｅ
群
②
、
文
明
十
六
年
か
ら
は
Ｅ
群
③
に

あ
た
る
点
が
興
味
深
い
。
つ
ま
り
Ｅ
群
②
に
お
い
て
文
明
十
六
年
以
降
が

範
囲
外
に
な
る
事
実
と
、
Ｆ
群
⑤
に
お
い
て
文
明
十
六
年
以
降
が
未
記
入

と
い
う
事
実
と
が
ピ
タ
リ
と
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
両
者
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
一
致
し
な
い
。
Ｆ
群
⑤
に
基
づ
い
て

Ｅ
群
②
の
よ
う
に
清
書
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
Ｅ
群
②
の
実
際
の
成
立
時
期

は
、
内
容
年
代
の
下
限
よ
り
も
一
定
以
上
降
る
可
能
性
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
Ｅ
群
②
と
い
え
ば
、
前
半
が

例
の
第
十
九
丁
に
あ
た
る
。
上
述
の
通
り
、
こ
の
紙
背
に
は
同
筆
の
草
稿

が
残
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
草
稿
は
上
下
二
段
記
載
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｆ
群
⑤
の
記
載
は
、
Ｅ
群
②
の
表
側
と
同
様
に
上
下
二
段

に
分
か
れ
て
い
る
。
頭
役
負
担
記
録
の
二
段
記
載
が
Ｅ
群
②
か
ら
始
ま
る

書
式
で
あ
る
こ
と
も
上
述
の
通
り
で
あ
り
、
Ｆ
群
⑤
は
そ
の
先
駆
け
と
な

る
草
稿
と
言
え
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
Ｆ
群
⑤
の
内
容
年
代
は
第
八
段
階
に
遡
り
、
Ｆ
群
①
②

は
第
十
段
階
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
Ｆ
群
③
は
同
じ
く
第
十
段
階
の
う

ち
、
Ｅ
群
④
に
続
く
最
末
尾
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
第

十
段
階
の
終
末
は
、Ｆ
群
③
の
最
末
記
事
の
年
代
の
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
年
を
最
後
と
し
て
、
頭
役
負
担
記
録
は
完
全

に
途
絶
え
る
。
す
な
わ
ち
本
史
料
の
修
補
前
に
お
け
る
原
装
訂
の
成
立
過
程
に

つ
い
て
は
、
以
上
の
十
段
階
で
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
近
世
段
階
の
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
お
け
る
修
補
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
を
第
十
一
段
階
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
本
史
料
に
お

け
る
追
筆
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
前
後
に
お
い
て
も
な
お
施
さ
れ
て

お
り
、
Ａ
群
間
異
筆
③
④
・
Ｄ
群
④
⑤
・
Ｆ
群
④
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
概
括
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　

一�

、『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
は
、
実
際
に
は
全
二
十
五
丁
で
構
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
そ
の
う
ち
第
五
～
七
丁
と
第
十
九
丁
の
袋
綴
が
切
り
裂
か

れ
た
状
態
に
あ
り
、
合
間
の
墨
書
を
紙
背
文
書
と
し
て
区
別
し
て
扱
う
べ

き
こ
と
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
修
補
さ
れ

る
以
前
の
原
装
訂
段
階
に
遡
る
こ
と
、
以
上
が
判
明
し
た
。

　

二�

、
右
の
紙
背
文
書
の
う
ち
第
五
～
七
丁
紙
背
に
つ
い
て
は
、
表
側
と
は
異

筆
で
あ
り
、
袋
綴
の
原
装
訂
が
な
さ
れ
た
後
、
前
小
口
側
を
切
開
し
て
補

筆
さ
れ
た
様
子
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
第
十
九
丁
紙
背
に
つ
い
て

は
、
表
側
の
記
主
と
同
一
人
物
が
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
い
た
同
内
容
の
草

稿
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

三�
、
本
史
料
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
筆
跡
異
同
の
判
別
を
含
め
て
検
討
し

た
結
果
、
ま
ず
は
前
半
が
三
段
階
を
経
て
成
立
し
、
後
半
が
第
四
～
十
段

階
に
わ
た
っ
て
段
階
的
に
書
き
継
が
れ
、
近
世
の
修
補
は
第
十
一
段
階
に

五
〇



あ
た
る
も
の
と
ひ
と
ま
ず
把
握
し
た
。

　

四�
、本
史
料
の
前
半
す
な
わ
ち
第
一
～
十
二
丁
表
冒
頭
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

第
一
段
階
の
十
四
世
紀
初
頭
に
原
型
が
成
立
し
、
南
北
朝
期
に
か
け
て
の

第
二
段
階
に
祭
礼
記
録
群
が
蓄
積
さ
れ
、
第
三
段
階
の
至
徳
三
年
（
一
三

八
六
）
九
月
に
、
以
上
を
と
り
ま
と
め
て
筆
写
す
る
形
で
成
立
し
た
と
捉

え
た
。

　

五�

、
本
史
料
の
後
半
に
つ
い
て
は
、
前
半
成
立
の
十
四
世
紀
末
期
以
降
の
書

き
継
ぎ
に
よ
っ
て
段
階
的
に
形
成
さ
れ
た
。
実
際
の
清
書
年
代
に
つ
い
て

は
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
あ
く
ま
で
も
内
容
年
代
の
新
旧
の

ま
と
ま
り
を
基
準
に
整
理
す
る
と
、
概
ね
下
記
の
よ
う
に
大
別
で
き
る
。

⑴　

至
徳
四
年
（
一
三
八
七
）～
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）。

　

�

第
十
二
～
十
四
丁
の
筆
跡
（
Ｂ
群
）。
た
だ
し
本
史
料
前
半
を
書
写
し

た
人
物
に
よ
る
書
き
継
ぎ
部
分
が
含
ま
れ
る
。

⑵　

応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
八
月
～
応
永
三
十
二
年
。

　

�

第
十
四
丁
裏
末
尾
～
十
五
丁
（
Ｃ
群
）
お
よ
び
第
十
七
丁
表
の
主
要
筆

跡
（
Ｄ
群
②
）。
次
世
代
の
手
に
よ
る
書
き
継
ぎ
で
あ
る
。

⑶　

応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）～
文
安
元
年
。

　

�

記
録
不
詳
の
時
期
。
た
だ
し
第
十
六
丁
の
主
要
筆
跡
（
Ｄ
群
①
）
や
第

十
七
丁
裏
～
十
八
丁
表
の
主
要
筆
跡
（
Ｄ
群
③
）
が
こ
の
時
期
に
あ
た

る
可
能
性
が
あ
る
。
第
十
六
丁
に
つ
い
て
は
こ
の
前
後
と
異
な
る
料
紙

の
反
故
裏
で
あ
り
、
補
入
時
期
は
の
ち
に
降
る
。

⑷　

文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
八
月
～
宝
徳
二
年
。

　

�

第
十
八
丁
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
で
構
成
さ
れ
た
仮
綴
本
を
継
承
し
、
第
十

八
丁
裏
の
余
白
に
お
い
て
頭
役
負
担
記
録
の
書
き
継
ぎ
が
再
開
（
Ｅ
群

①
）
す
る
段
階
。

⑸　

宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）～
文
明
十
六
年
。

　

�

第
十
九
～
二
十
丁
裏
冒
頭
（
Ｅ
群
②
）
が
清
書
本
。
第
十
九
丁
紙
背
お

よ
び
第
二
十
四
丁
（
Ｆ
群
⑤
）
が
そ
の
草
稿
。
頭
役
負
担
記
録
が
新
た

な
料
紙
を
補
い
な
が
ら
書
き
継
が
れ
る
と
と
も
に
、
書
式
も
大
き
く
変

化
す
る
段
階
。

⑹　

文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）～
明
応
元
年
。

　

第
二
十
丁
裏
中
～
二
十
一
丁
表
冒
頭
の
書
き
継
ぎ
（
Ｅ
群
③
）
が
加
わ

る
段
階
。

⑺　

明
応
元
年
（
一
四
九
二
）～
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）。

　

�

第
二
十
一
丁
（
Ｅ
群
④
）・
第
二
十
二
丁
表
（
Ｆ
群
①
）・
第
二
十
二
丁

裏
（
Ｆ
群
②
）・
第
二
十
三
丁
表
冒
頭
（
Ｆ
群
③
）
の
書
き
継
ぎ
が
次

第
に
加
わ
っ
て
ゆ
く
段
階
。

　

と
り
わ
け
第
十
九
丁
紙
背
や
第
二
十
四
丁
（
Ｆ
群
⑤
）
の
よ
う
に
、
草

稿
の
類
が
混
じ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
い
ず
れ
も
第
十
九
丁
～
二
十
丁
裏

冒
頭
（
Ｅ
群
②
）
の
関
連
史
料
と
し
て
集
中
す
る
。
こ
れ
ら
の
清
書
年
代

に
つ
い
て
は
、
内
容
年
代
の
下
限
よ
り
も
一
定
以
上
降
る
こ
と
に
な
る
。

　

六�
、
本
史
料
に
は
、
至
徳
四
年
以
降
の
追
筆
が
数
多
く
混
入
し
て
お
り
、
な

か
に
は
中
世
段
階
の
貴
重
な
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
次
の
三
種
の
追
筆
に

つ
い
て
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
も
の
と
推
定
し
た
。

五
一



　
　

⒜�　

本
史
料
の
ほ
ぼ
全
体
（
第
二
～
十
八
丁
）
に
わ
た
っ
て
散
見
す
る
細

筆
傍
注
お
よ
び
そ
の
同
筆
記
載
（
Ａ
群
間
異
筆
④
）。

　
　

⒝�　

第
十
六
丁
裏
末
尾
と
第
十
七
丁
表
末
尾
と
同
丁
裏
行
間
の
各
追
筆
部

分
（
Ｄ
群
④
）
お
よ
び
こ
れ
ら
と
同
筆
の
第
二
十
三
丁
表
末
尾
～
同
丁

裏
の
追
筆
部
分
（
Ｆ
群
④
）。

　
　

⒞�　

第
五
丁
裏
・
同
紙
背
冒
頭
・
第
七
丁
裏
・
同
紙
背
の
各
追
筆
部
分
（
Ａ

群
間
異
筆
③
）
お
よ
び
こ
れ
と
同
筆
と
思
わ
れ
る
第
十
八
丁
表
末
尾
の

追
筆
部
分
（
Ｄ
群
⑤
）。

後
世
の
追
筆
と
い
う
こ
と
の
み
で
、
た
だ
ち
に
信
憑
性
を
失
う
わ
け
で
は

な
い
が
、
少
な
く
と
も
右
の
⒜
に
つ
い
て
は
い
っ
た
ん
無
視
し
て
検
討
す

べ
き
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

な
お
本
稿
で
の
筆
跡
異
同
の
判
別
に
つ
い
て
は
、
仮
説
の
域
に
留
ま
っ
て
お

り
、
検
討
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
料
紙
の
分
析
に
つ
い
て
も
課
題
を

残
し
た
。
本
史
料
の
内
容
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
國
守
進
「
中
世
の
祭
祀
と
在
地
―
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
を
中
心
と
し

て
―
」（『
山
口
県
地
方
史
研
究
』
三
〇
号
、
一
九
七
三
年
）。

 

（
２
）
布
引
宏
「『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
へ
の
後
世
の
書
き
入
れ
」（『
宇

部
地
方
史
研
究
』
二
五
号
、
一
九
九
七
年
）。

 

（
３
） 

布
引
宏
前
掲
注
（
２
）
論
文
は
、
第
十
七
丁
表
の
「
十
五
日
」
の
下
の

字
を
「
古
と
の
」
＝
古
殿
（
地
名
）
と
解
し
た
よ
う
だ
が
、
依
拠
さ
れ
た

活
字
翻
刻
に
誤
り
が
あ
る
。正
確
な
判
読
は
難
し
い
も
の
の
、「
よ
い
の
よ
」

に
対
す
る
語
と
思
わ
れ
、
少
な
く
と
も
地
名
で
は
な
い
。

 

（
４
） 

な
お
旧
版
『
宇
部
市
史　

資
料
篇
』（
一
九
六
六
年
）
は
こ
こ
を
「
中

さ
ん
米
」
と
し
て
い
た
が
、
新
版
『
宇
部
市
史　

史
料
篇
上
巻
』（
一
九

九
〇
年
）
は
「
申
さ
ん
米
」
に
修
正
。

 

（
追
記
）
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
弘
済
寺
御
住
職
秋
本
文
弘
氏
に
は
、
原
本

の
閲
覧
・
撮
影
・
翻
刻
・
写
真
掲
載
の
御
許
可
を
頂
戴
し
た
。
山
口
市
総
合
政

策
部
文
化
政
策
課
市
史
編
さ
ん
室
に
は
調
査
成
果
公
表
に
つ
き
、
真
木
奈
美
氏

に
は
調
査
協
力
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
御
高
配
を
賜
っ
た
。
ま
た
本
研
究
に
は
独

立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費（
課
題
番
号
二
四
五
二
〇
七
五
五
）

の
助
成
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

五
二



　
　

五
、『
南
方
八
幡
宮
祭
礼
旧
記
』
翻
刻

　
　

凡　

例

一�

、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
本
稿
の
検
討
成
果
に
よ
っ
た
。
構
成
に
つ
い
て
は
、

本
文
編
と
紙
背
編
の
二
部
構
成
と
し
た
。

一�

、
原
本
の
改
丁
箇
所
に
は
�
�
を
示
し
、
各
丁
数
を
注
記
し
た
。
原
本
の
改
行
や

割
注
に
つ
い
て
は
概
ね
そ
の
姿
を
反
映
さ
せ
た
が
、
翻
刻
が
複
雑
に
な
る
場
合

に
は
平
易
な
形
に
改
め
た
。
ま
た
解
釈
上
の
便
宜
に
資
す
る
た
め
、
空
白
行
を

加
え
た
箇
所
も
あ
る
。

一�

、
原
本
の
旧
字
体
は
概
ね
通
用
字
に
改
め
た
が
、
異
体
字
な
ど
一
部
に
つ
い
て

は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
。

一�

、
判
読
が
困
難
な
箇
所
の
う
ち
、
字
数
が
判
明
す
る
場
合
に
は
□
□
、
字
数
不

詳
の
場
合
に
は

で
示
し
た
。
原
本
の
抹
消
箇
所
の
う
ち
、
抹
消
さ
れ
た

文
字
が
判
読
で
き
る
場
合
は
翻
刻
し
て
左
傍
に
〻
を
付
し
、
判
読
で
き
な
い
場

合
は

で
示
し
た
。

一�

、
筆
者
の
意
に
基
づ
く
傍
注
の
う
ち
、
説
明
注
に
は
（　

）
を
付
し
、
校
訂
注

に
は
〔　

〕
を
付
し
た
。
本
文
編
の
「
紙
背
あ
り
」
の
注
記
に
は
★
を
付
し
た
。

一�

、
原
本
の
異
筆
に
は
「　

」
を
付
し
て
注
記
し
た
が
、
主
要
筆
跡
自
体
が
複
数

の
手
に
よ
る
状
態
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
な
い
。
ま
た
異
筆
の
う

ち
細
字
の
傍
注
や
加
筆
修
正
な
ど
、
明
ら
か
に
後
世
の
追
筆
で
あ
っ
て
、
解
釈

を
混
乱
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
翻
刻
を
省
い
た
。
た
だ
し
省

き
漏
れ
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
留
意
さ
れ
た
い
。

 

（
１
）
本
文
編

（
表
紙
）

（
表
紙
見
返
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
貼
紙
）

「
当
社
北
方
共
ニ

　

鼻
高
、
当
寺
門
前
ノ
者
持
候
事
ハ
、
旧
跡
ゟ
当
地
へ
勧
請
ノ
節
、

　

当
寺
ゟ
申
付
、
持
せ
初
り
候
」

（
１
丁
表
＝
原
表
紙
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

賀
保
庄
南
方
四
所
社
引
付
事
次
第

不
同

（
１
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
（
空
白
）

五
三



（
２
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
番
王
子
御
こ（
御
供
）く
の
か（
数
）す
の
事
、
十
九
前
内
、

　

り（

両

）
や
う
三
ほ（
方
）う
へ
三
前
、
は（

拝

殿

）

い
て
ん
へ
二
前
、

　

く（
供
僧
）

そ
う
の
御
方
へ
一
前
、
大
く（
宮
司
）し
の
方
へ
一
前
、

　

せ（
承
仕
ヵ
）

う
し
の
方
へ
二
前
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「（
異
筆
）
四
十
八
文
な
り
」

一
申
さ（
散
）ん
米
、
へ（
幣
紙
）

い
か
ミ
一
て
う
、
り　
　
　（
領
家
）

や
う
け
御
方
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
ち（
地
頭
）

と
う
方
と
も
両
三
方
よ
り
、

一
り
や
う
三
ほ
う
へ
、
御
す（
酒
肴
ヵ
）

か
う
の
た（

立

物

）

て
も
の
事
、

（
２
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
お（

折

敷

餅

）

し
き
も
ち
い
十
ま（
枚
）い
、
よ
い
さ（
酒
）け
一
へ（
瓶
子
）

い
し
、

　

し
ろ
さ
け
一
へ
い
し
、
り
や
う
け
御
方
へ
た（
立
）（
マ
マ
）

て
へ
し
、

一
ち
と
う
御
方
、
公
文
御
方
へ
、
お（
同
）な
し
く（
供
数
）

か
す
に

　

た
て
へ
し
、　　

白
米
一
斗
、
公
文
方
よ
り
出
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
月
申
也
、

　
　
　

正
安
三
年
辛
丑
十
一
月
日

一
三〔
山
王
ヵ
〕
応
別
所
御
こ（
御
供
）く
の
か
す
、
十
前
内
、　
「（
異
筆
）
見
明
」

　

り
や
う
三
ほ
う
へ
三
前
、
は
い
て
ん
へ
一
前
、

（
３
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

く
そ
う
の
御
方
へ
一
前
、
大
く
う
し
一
前
、

　

ミ
や
し
の
御
方
へ
二
前
、
て（
寺
）ら
へ
一
前
、

一
す
か
う
の
か
す
の
次
第

　

お（

折

敷

餅

）

し
き
も
ち
い
五
ま
い
つ
ゝ
、
よ
い
さ
け
一
へ
い
し
、
し
ろ

　

さ
け
一
へ
い
し
、
り
や
う
三
ほ
う
へ
た
て
へ
し
、

一
八
幡
宮
引
付
次
第　
　
　
　
　
　
「（
異
筆
）
普
賢
寺
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

見
明
」

一
御
こ（
御
供
）く
の
か（
数
）す
、
十
九
前
内
、

（
３
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
り
や
う
三
ほ
う
へ
三
前
、
く
そ
う
の
御
方
へ
一
前
、

　

は
い
て
ん
へ
二
前
、
ミ
や
し
の
御
方
へ
五
前
、

　

せ
う
し
二
前
、
て
ら
へ
二
前
、
大
く
う
し
三
前
、

一
申
さ
ん
米
四
升
、
り
や
う
け
御
方
よ
り
、

　

へ
い
か
ミ
一
て
う
、
て
う
の
か
ミ
一
て
う
、
同
方
よ
り
、

�
�

お（

大

倉

紙

）

う
く
ら
か
ミ
五
十
枚
切
、

一
ち
と
う
御
方
よ
り
用
あ
る
へ
し
、�

　
　

公
文
御
方
よ
り
用
在
、

�
�

　
　
　
　
　

両
三
方
よ
り
、

一
田
楽
引
付
事

（
４
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

王
子
、
東
光
寺
、
大
蔵
寺
、
興
隆
寺
、
仏
前
寺
、

　

西
蓮
寺
、
一
余
堂
衆
、
一
番
観
福
寺
、
福
薗
寺
、

　

二
番
福
天
寺
、
観
音
寺
、
三
番
長
勝
寺
、
蓮
光
寺
、

　

四
番
定
福
寺
、
厳
嶋
、
五
番
有
吉
、
観
勝
寺
、
六
番
天
徳
寺
、

　

右
、
守
此
番
帳
之
趣
、
替
一
年
可
指
候
也
、

　
　

徳
治
三
年
戊申
八
月
「（
異
筆
）
日
但
」も
と
の
日
記
や（

破

失

）

ふ
れ
う
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
て
、
あ（

悪

筆

）

く
ひ
つ
な
り
と
い
へ
と
も
、
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
日
記
ニ
ま
か
せ
て
う
つ
し
お
く
な
り
、

一
師〔
獅
〕子
舞
次
第

五
四



（
４
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

一
番
源
平
太
郎
、
く
わ
ん
き
大
夫
、
二
番
へ
い
な
い
、　

ね
き
の
大
夫
、

　

三
〻（
番
） 
し
ゃ
う
し
大
夫
、

源
内
、　　
　
　

 

四
〻 

ミ
や
大
夫
、　

中
さ
う
大
夫
、 

五
〻 

又
五
郎
、

　
　

右
、
師
子
ま
い
わ
、
各
次
第
守
て
け（
懈
怠
）

た
い
な
く
ま
わ
る

　
　

へ
し
、

　
　
　

正
和
三
年
甲寅
八
月
日　
　
　
　
　
　
　
「（
異
筆
）
普
賢
寺
主
」

一
八
幡
宮
僧
饍
米
之
引
付
事

　

白
米
四
升
松
量
、
三
升
有
吉
、
三
升
倉
益
方
、

（
５
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　

三
升
恒
吉
、
一
升
五
合
吉
清
、
一
升
五
合
貞
依
、
一
升
五
合
貞
宗
、

　

一
升
五
合
吉
富
、
一
升
五
合
国
吉
、
一
升
五
合
恒四
郎
丸久、
一
升
五
合
利
真
、

　

一
升
五
合
友
末
、
一
升
五
合
倉
次
、
白
米
二
斗
四
升
、
こ
れ
ハ

　

き（

北

方

）

た
か
た
十
六
人
御
百
姓
ひ
き
わ
け
て
の
ち
、
頭
人
ニ

　

つ
け
て
さ（
沙
汰
）た
あ
る
へ
き
も
の
な
り
と
さ（
定
）た
む
る
、

一
　
　
　

文
保
元
年
丁
巳
八
月
七
日

一
さ
し
き
へ
た
て
さ
け
の
事
、
り
や
う
三
ほ
う
へ
た
て
へ
し
、

　

お
な
し
く
き（

経

座

）

や
う
さ
ミ
や
し
の
御
さ
し
き
へ
た
て
へ
し
、

（
５
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　

く
さ
う
の
か
た
ヘ
ハ
十
三
日
、

さ
け
一
へ
い
し
、

一
さ
し
キ
こ
と
に
さ
う
ち
さ
け
わ
あ
る
へ
き
も
の
な
り
、

　
　
　

元
応
元
年
己
未
八
月
日
「（
異
筆
）
以
上
氏
子
九
百
九
十
六
軒
」

一
八
幡
宮
つ（

晦

日

）

こ
も
り
田
、
よ（

吉

永

名

）

し
な
か
ミ
や
う
内
ニ
一
反
、
も（

門

田

）

ん
て
ん
、

　
毎
年
正
月
一
日
上

　

く（

元

三

ヵ

）

わ
ん
さ
ん
田
一
反
、
り
や
う
し
ん
ミ
や
う
に
あ
り
、

　

む
し
さ
か
し
七
月
七
日
、
ま（

益

富

名

）

す
と
ミ
み
や
う
に
小
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

二
反
大

　

い（

斎

刺

）

み
さ
し
の
と
き
八
月
一
日
、
は（

畠

）
た
け

、
せ
い
し
ん
大
夫
、

（
６
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　
　

同
（
元
応
）二
年
庚
申
七
月
二
日�

御
ト（
鳥
居
）

リ
イ
立
、
永
和
三
年

�
�

　
　
　
　
　
　

丁
巳
本
立
、

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
御
方
、

有
吉
、 　

永
和
二
年
丙辰
八
月
十
二
日

　

次
頭
人
白
米
二
斗
四
升
貞
依
、

松
富
、永
和
三
年
丁巳
八
月
十
日

　

次
頭
人
白
米
二
斗
四
升
恒
吉
、

貞
宗
、永
和
四
年
戊午
八
月
十
一
日

　

次
頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
御
名
、

四
郎
丸
、
康
暦
元
年
己未
八
月
日

　

次
頭
人
白
米
二
斗
四
升
安
富
、　

五
郎
丸
、康
暦
二
年
庚申
八
月
日

（
６
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　

頭
人
白
米
二
斗
四
升
利
真
、　

倉
次
代
、永
徳
元
年
辛酉
八
月
十
三
日

　

頭
人
白
米
二
斗
四
升
有
吉
、　　

公
文
御
方
、永
徳
二
年
壬戌
八
月
十
三
日

　

頭
人
白
米
二
斗
四
升
国
吉
代
、　　

道
心
蓮
阿
弥
、永
徳
三
年
癸亥
八
月
十
日

　
　
　
　
　

 �

か
へ
る
事

一
経
座
作
結
事
、
六
供
僧
よ
り
あ
ひ
て
た
て
カ
へ
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
徳
三
年
癸亥
八
月
十
二
日

一
ふ
せ
ち
の
事
、
二
く
の
内
、

　
四
郎
丸
、　　
　
　
　

す
た
れ
四
ま
い
、
こ
も
四
ま
い
、

　
　
　

 

ひ
て
わ
し

　
吉
富
、　　
　
　
　
　

む
し
ろ
二
ま
い
、
ま
い
年
こ
の
ま
へ
を
さ
た
あ
る
へ
し
、五五



（
７
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　
　

文
保
元
年
丁
巳
八
月
十
五
日

　

右
、
一
番
王
子
、
次
東
光
寺
、
次
大
蔵
寺
、

　

�

上
位

　

中〻
座〻
、
本
坊
寺
主
、

　

左
、
一
番
興
隆
寺
、
次
仏
前
寺
、
次
西
蓮
寺
、

　

右
、
さ（
座
）の
し（
次
第
）

た
い
わ
、
正
中
元
年
甲
子
引
付

　

ま
か
せ
て
う
つ
し
お
き
候
な
り
、

（
７
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

一
し（
社
家
）

や
け
の
人
〻
さ（
座
）の
次
第
事

　

右
座
、
そ
う
か
う
代
、
次
こ
ん
と
う
、
次
ミ
や
大
夫
、
次
正
次
、

　

中
、
宮
師
、　　
　
　
　

次
中
座
、
く
わ
ん
き
大
夫
、

　

左
、
一
番
大
く
う
し
、
次
こ
ん
大
く
う
し
、
次
ミ
や
の
大
夫
、

一
い（

市

命

婦

）

ち
ミ
や
う
ふ
の
さ
の
次
第

　

右
、
う（

請

川

）

け
か
わ
一
、
あ（

有

次

）

り
つ
く
一
、
次
「（
異
筆
）
片
倉
邑
一
、
次
ニ
」

　

中
上
、
ミ（

命

婦

座

）

や
う
ふ
さ
、　　
　
　
　

徳
治
三
年
八
月
日

　

左
、
あ
り
つ
く
一
、
次
王
子
一
、

（
８
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
て
ん
く
の
た
ち
次
第

　

右
、
王
子
、
東
光
寺
、
別
所
そ
う
か
う
う
け
わ
一
こ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
□
�〔
事
ヵ
〕
　

　
　
　
　

ち
と
う
代
、
大
き
や
う
し

　

左
、
興
隆
寺
、
仏
前
寺
、
西
蓮
寺
、
ミ
や
う
ふ
、
あ
り
つ
く
、

　
　
　

こ
ん
大
く
う
し
、
り
や
う
け
代
、
き
や
う
し
、

「（
異
筆
）
一
公
文
代
三
郎
右
衛
門
入
道
、
法
名
道
琳
、
ひ（

丙

申

）

の
へ
さ
る
の
と
し
退
転
、
同
年
ヨ
リ

　

 �

息
男
与
三
こ
れ
を
相
伝
候
、
又
か（

庚

子

）

の
へ
ね
の
は
る
よ
り
同
兄
源
左
衛
門
こ
れ
ニ

蒙
仰
了
」

（
８
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
て（

田

楽

）

ん
か
く
六
人
の
ほ
か
に
、
あ（

有

吉

）

り
よ
し
ハ

　

ま（

毎

年

毎

）

い
ね
ん
こ
と
に
お
と
る
へ
し
、

　

し（

所

当

）

よ
た
う
ハ
一
と
う
つ
ゝ
さ
し
か
へ
へ
し
、

一
「（
異
筆
）
地
頭
代
官
師
井
景
吉
、
き（

乙

酉

）

の
と
と
り
の
年
死
去
、
同
年
ヨ
リ

　
　

子
息
弥
太
郎
盛
吉
そ（

相

続

）

う
そ
く
、
又
み（

壬

辰

）

つ
の
へ
た
つ
の
と
し
よ
り

　
　

寺
内
因
幡
守
盛
清
、
き（

乙

未

）

の
と
ひ
つ
し
の
と
し
ま
て
御
か
ゝ
ゑ
、
同
と
し
よ
り

　
　

又
師
井
修
理
亮
盛
吉
さ（
座
役
）

や
く
承
候
了
、
ひ（

丁

酉

）

の
と
と
り
の
と
し
退
転
、

　
　

同
と
し
よ
り
舎
弟
僧
禅
鳳
書
記
さ
や
く
承
了
」

（
９
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
し
か
く
の
よ
い
の
さ
イ
と
う
ハ
、
さ
う
し
や
く
ニ
た
く（
て
ヵ
）へ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
は
い

　

よ
と
の
よ
ハ
、
わ
か
ひ
つ
し
や
の
や
く
な
り
、

「（
異
筆
）
吉
田
宮
」

一
う

（
厳
島
ヵ
）

つ
く
し
ま
の
御
こ
く
の
か
す
三
十
三
前
、

　
　
　
　
　

申
さ
ん
ま
い
、
へ
い
の
か
ミ
、
両
三
方
よ
り
、

一
八
幡
宮
へ
い
か
ミ
、
て
う
か
ミ
、
り
や
う
三
宝〔
方
〕よ
り

五
六



　

毎
年
こ
と
に
あ
る
へ
き
も
の
な
り
、

一
申
さ
ん
米
白
米
四
升
、
り
や
う
け
御
方
よ
り
十
五
日

　

中
む
し
ろ
へ
公
文
方
よ
り
い
て
へ
し
、

（
９
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
毎
年
正
月
十
五
日
ふ（
奉
射
）

し
や
の
ま（
的
）と
つ
く

　

る
へ
き
次
第

　

一
番
山
村
、
二
番
沢
波
、
三
番
吉
沢
、

　
　
　
　
　
　
　
　

�

床
並

　

四
番
吉
田
、
五
番
並〻
波〻
、

　

右
、
此
次
第
任
可
造
也
、

　
　

暦
応
四
年
辛巳
八
月
日

（
10
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

「（
異
筆
）
建
長
七
年
乙卯
始
、
丙
辰
年
八
月
十
六
日
彼
岸
初
日
、
大
工
藤
井
行
事
吉
近
浄
西
」

一
御
宝
殿
作
か
へ
候
事
、
永
徳
二
壬戌
年
よ
り
勧
進

　

あ
て
、
地
頭
代
官
諸
方
勧
進
、
同
永
徳
三
癸亥
年
二
月

　

十
日
む（

棟

上

）

ね
あ
け
、
む（
午
）ま
の
と
き
、「（
異
筆
）
別
当
法
橋
重
賢
、
沙
弥
一
貞
、

地
頭
沙
弥
弘
重
、
神
主
貞
世
、
領
家
」

一
も
と
の
か（

書

付

）

き
つ
け
わ
建
長
七
乙卯
年
と
あ
り
、

　

お
り
米
六
斗
、
両
三
方
よ
り
、
次
至
徳
三
年
丙刁
マ
テ
百
三
十
（
マ
マ
）三
年
、

一
御
せ（

遷

宮

）

ん
く
う
の
事
、 　

そ
の
と
き
の
ミ
や
し
法
橋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
り
せ
ん
、
両
三
方
よ
り
、

　

き
ぬ
あ六
百
文
ら
ハ
す
へ
し
、
な
け
れ
ハ
ぬ
の
ゝ
三
た
ん
、

（
10
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
へ
し
、

　

り
や
う
三
宝〔
方
〕よ
り
御
ミ（
宮
遷
）

や
う
つ
し　
　

永
徳
四
年
甲子

　

二
月
廿
八
日
戌
時
彼
岸
中
日

一
御
と（
戸
帳
）

て
う
ハ
、
同
り
や
う
三
ほ
う
よ
り
、

一
御
む（
襁
褓
ヵ
）

つ
き
、
同
り
や
う
三
ほ
う
よ
り
、

一
御
ミ（
御
簾
）す
も
、
同
り
や
う
三
ほ
う
よ
り
、

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
貞
依
、

倉
富
、至
徳
元
年
甲子
八
月
十
一
日

（
11
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
貞
宗
、

長
富
、至
徳
二
年
乙丑
八
月
十
三
日

一
同
乙
丑
年
六
月
廿
四
日
大
か（

風

吹

）

せ
ふ
き
候
て
、
は（

春

夏

稼

穡

）

る
な
つ
か
し

　

ゆ
く
、
八
月
よ
り
う（

売

買

）

り
か
い
よ
し
、
六
月
ニ
か
せ
ふ
き
候
て
、
そ
の

　

と
し
ハ
か
せ
ふ
か
す
、

一
八
ま（

幡

宮

）

ん
く
う
の
な
し
の
木
つ
く
事
ハ
、
永〔
徳
脱
〕三
年
癸亥
二
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
三
河
次
是
、

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
恒
吉
、

松
富
、至
徳
三
年
丙刁
八
月
十
日

（
11
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
田
楽
余
堂
衆
、
有
吉
、
正
次
大
夫
、
至
徳
三
年
丙寅
八
月
十
日

一
よ（
宵
）い
の
よ（
夜
）の
御
こ
く
米
三
斗
二
升
、
吉
田
殿
御
代
、

　

ち（

地

頭

殿

）

と
う
と
の
へ
よ
り
い
て
候
、
正
平
十
六
年

　

よ
り
あ
り
、

一
さ（

祭

礼

）

い
れ
い
の
頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
御
名
、　

恒
久
、　　
　

　
　
　
　

至
徳
四
年
丁卯
八
月
十
三
日

五
七



（
12
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

右
、
悪
筆
な
り
と
い
へ
と
も
、
の
ち
の
た
め
に
し
る
し

　

お
く
所
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

至
徳
五戊
辰年
八
月
日

慶
俊

　

干
時
至
徳
三
年
丙刁
九
月
晦
、　　

 

一
頭
人
白
米
二
斗
四
升
安
富
、

益
富
、

一
頭
人
利
真
、
松
久
、
白
米
二
斗
四
升
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
応
元
年
己巳
八
月
十
三
日

一
頭
人
倉
次
、

吉
清
、白
米
二
斗
四
升
、
明
徳
元庚
午年
八
月
十
三
日

一
ト（
鳥
居
）

リ
イ
タ
テ
候
事
、
明
徳
元
年
庚午
八
月
九
日
午時

（
12
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

カ
ケ
モ
ノ
ヽ
事
、
ヌ
ノ
ヽ
三
タ
ン
、
リ
ヤ
ウ
三
方
よ
り
御
出
ス
、

　

ヨ（
用
途
ヵ
）

ウ
ト
ウ
五
百
文
、
サ（

三

種

）

ン
シ
ユ
、
サ（

肴

）
カ
ナ
三
セ
ン
、

　

ヘ（
瓶
子
）

イ
シ
一
サ（
双
）ウ
ア
ル
ヘ
シ
、

　

大
工
む（
右
馬
）ま
の
二
郎
、
已
上
廿
八
日
ハ（

番

匠

）

ン
シ
ヤ
ウ
ノ
イ
ト
マ

　

テ
ウ
ノ
キ
リ
五
十
三
人
、
明
徳
元
庚午
八
月
九
日

　

コ
ノ
ホ
カ
ハ
ナ
ニ
モ
セ
ス
、
ノ（
後
）チ
ノ
タ
メ
ニ
シ
ル
シ
ヲ
ク
、

頭
人
貞
依
、

有
吉
、白
米
二
斗
四
升
、
明
徳
二
年
辛未
八
月
十
五
日

頭
人
吉
長
、�

公
文
方
、白
米
弐
斗
四
升
、
明
徳
三
年
壬申
八
月
日

（
13
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

頭
人
貞
宗
、

国
吉
、白
米
弐
斗
四
升
、
明
徳
四
年
癸酉
八
月
日

頭
人
吉
富
、

松
富
、白
米
弐
斗
四
升
、
明
徳
五
年
甲戌
八
月
日

頭
人
公
文
御
方
、

恒
吉
、　　

白
米
弐
斗
四
升
、
応
永
弐
年
乙亥
八
月
日

頭
人
恒
久
、

南
田
、白
米
弐
斗
四
升
、
応
永
参
年
丙子
八
月
日

（
13
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
な（
永
富
）

か
と
み
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升　
　
　

 

応
永
四
年
ひ（

丁

丑

）

の
と
の
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
弘
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
安
富
、　　

公
文
御
方
、応
永
五
年
戊刁
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
松
長
、

利
真
、応
永
六
己卯
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
貞
依
、　　
　

有
吉
御
名
分
、応
永
七
广（庚
）

辰
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
倉
次
、　　
　
　
　

公
文
御
名
分
末
弘
、応
永
八
年
辛巳
八
月
日

（
14
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
有
吉
、

松
久
、応
永
九
年
壬午
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
有
吉
分
五
郎
丸
、

貞
宗
代
、　　
　

応
永
十
年
癸未
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
国
吉
、　　
　
　
　

公
文
方
分
太
郎
丸
、応
永
十
一
年
甲申
八
月
日

（
14
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
吉
富
代
高
恒
代
形
観
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升

　
　
　
　
　
　
　
　
応
永
十
二
乙
酉
八
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
恒
吉
代
現
泉
、
益
富
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
永
十
三
丙
戌
八
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
恒
久
、
公
文
御
名
十
郎
太
夫
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
永
十
四
丁
亥
八
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
吉
分
有
次
、
得
久
、

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
永
十
五
戊
子
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
安
富
、

利
実
、応
永
十
六
年
己丑
八
月
日

（
15
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

頭
人
白
米
二
斗
四
升
貞
依
、　　

公
文
御
名
、応
永
十
七
年
庚刁
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
倉
次
、

有
吉
、同
十
八
年
辛卯
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
吉
永
、

貞
宗
、同
十
九
年
壬辰
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
方
、

国
吉
代
、同
廿
年
癸巳
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
吉
富
、長
富
、同
廿
一
年
甲午
八
月
日

五
八



頭
人
白
米
二
斗
四
升
徳
楽
、恒
吉
、同
廿
二
年
乙未
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
公
文
貞
依
、

恒
久
、　

同
廿
三
年
丙申
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
有
吉
御
名
千
与
丸
、

利
真
、　　
　
　

同
廿
四
年
丁酉
八
月
日

（
15
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
貞
依
、　　
　
　
　
　

松
富
名
分
け
ん
さ
こ
、同
廿
五
年
戊戌
八
月
日

頭
人
白
米
弐
斗
四
升
公
文
御
名
分
せ
ん
つ
う
、

倉
次
、　　
　
　
　
　

同
廿
六
年
己亥
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
貞
宗
、　　
　
　
　

地
頭
御
名
五
郎
丸
、同
廿
七
年
庚子
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
国
吉
、　　
　

有
吉
分
□
弘
、同
廿
八
辛
丑
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
安
富
、　　
　
　
　

公
文
□
□
太
郎
丸
、同
廿
九
壬
刁
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
タ
カ
ツ
ネ
分
ヤ
二
郎
大
夫
、

吉
富
分
安
富
、　　
　
　

癸
卯
同
卅 

八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
恒
吉
、

有
吉
、各
頭
有
永
、
同
卅
一
甲
辰
八
月
日

（
16
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　

有
吉
名
三
年
宛
、
千
代
丸
名
十
七
八
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　

安
富
名
十九
一
年
、
徳
楽
名
廿
五
年
、

　

地
頭
分
五
年
宛
、
益
富
名
十
五
年
、
徳
久
名
十
二
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　

松
久
名
廿
三
年
、
松
富
名
十
二
年
、

　

公
文
名
五
年
宛
、

　

貞
依
名
七
年
、
国
吉
名
十
年
、
四
郎
丸
九
年
、

（
16
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

　

利
実
名
十九
年
、
高
恒
名
十
六
年
、
吉
富
名
十
年
、

　

永
富
名
十十
三七
年
、
倉
次
名
十
年
、
松
永
名
廿
年
、

　

吉
永
名
十
七
年
、
恒
吉
名
九
年
、
貞
宗
名
八
年
、

　

吉
清
名
十
年
、
五
郎
丸
十
七
八
、

「（
異
筆
）
一
ご
ほ（
御
本
坊
）

ん
ぼ
う
弘
済
寺
し
よ
う
事
、
し
よ
う
だ
ん

　

神
前
そ
な
ゑ
、
末
寺
中
ゟ
と
り
つ
く
こ
と

　

れ
い
く
な
り
、
吉
田
い
つ
く
し
ま
、
王
子
、

　

ほ
ん
社
八
ま
ん
宮
、
共
ニ
神
前
て
い
ね
い
な
り
」

（
17
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
よ
い
の
よ
の
御
こ
く
米
三
斗
二
升
、
地
頭
方
よ
り
出
候
、

一
□
（
古
々
ヵ
）
□
殿
御
こ
く
米
一
斗
、
同
地
頭
方
よ
り
出
候
、

一
御
か（
神
楽
）

く
ら
米
白
米
一
斗
二
升
、
公
文
方
出
候
、

一
御
か
く
ら
米
乃
米
一
斗
、
り
や
う
け
方
よ
り
出
候
、

一
申
さ
ん
米
白
米
四
斗
、
り
や
う
け
方
分
く（

倉

次

名

）

ら
つ
く
ミ
や
う
よ
り
出
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

「（
異
筆
）
徳
楽
名
」

一
申
さ
ん
ま
い
白
米
四
升
、
地
頭
方
分
さ
ん
し

よ
り
出
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

十
四
日
よ
い
の
よ
の
、

一
申
さ
ん
ま
い
白
米
四
升
、
公
文
方
分
益
と（
富
）ミ
弁
、
十
五
日
□
（
古
々
ヵ
）
□
と
の
分
、

「（
異
筆
）
一
象
頭
山
普
賢
寺
別
所
け
い
た
い
の
内
、
い
つ
く
し
ま

　

別
所
御
供
数
三
十
三
前
ハ
、
ほ（
本
地
）じ
十
一
面
観
音
た
る
ニ
よ
り

　

て
な
り
、
尚
〻
御
ミ
や
じ
法
橋
御
た
つ
ね
ニ
付
、
地
頭
代
官

　

師
井
景
吉
、
き（

乙

酉

）

の
と
ノ
と
り
年
、
寺
山
三
町
、
今
の
段
ニ

九
町
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
治
三
年
六
月
日
」

（
17
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

御
祭
礼
し（

装

束

）

や
う
そ
く
さ（
酒
）け
立
物
事

　
　
　
座
敷
ゑ
さ
け
二
へ
い
し
宛
、

両
三
方

　
　
　
御
さ
か
な
三
せ
ん
宛
、
い　
　
（
煎
付
海
布
巻
）

り
つ
け
め
ま
き
三
つ
ゝ
、
両
頭
人
同
よ（
様
）ふ
ニ
、

「（
異
筆
）
一
ミ
や
し
江
御
方
江
、
一
せ
ん
し
ろ
さ
け
、

五
九



　
　
　
　
　
　
　
　

二
す
み
さ
け
、
二
瓶
子
」

一
は（

拝

殿

）

い
て
ん
き（

経

）
や
う
座
へ
同
三
せ
ん
つ
ゝ
、
さ
け
二
へ
い
し
つ
ゝ
、

　

あ
ま
き
い
つ
つ
け
三
つ
ゝ
、
両
頭
人
同
よ（
様
）ふ
ニ
可
立
、

一
も（

盛

物

）

り
も
の
ハ
、
た
か
さ
四
す
ん
、
ひ
ろ
さ
四
す
ん
、

一
は
い
て
ん
の
ま
る
つ（

衝

重

）

い
か
さ
ね
、
五
寸
御
さ（
菜
）い
、

（
18
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
両
三
方
之
御
さ
し
き
の
も
り
も
の
、
立
物
ハ
し（
社
家
）

や
け
方

　

同
様
ニ
出
立
候
、

一
御
ま
ゑ
し
き
さ
け
五
升
宛
、

　

こ
し
や
う
さ
け
二
升
宛

　

さ
ふ
ら
い
き
や
う
さ
け
一
升
宛
、

　
　

こ
の
ま
ゑ
を
た
て
へ
し
、

「（
異
筆
）
一
普
賢

石

（
菩
薩
）　
仏
、
海
中
ゟ
上
り
光
明
か
ゝ
や
き
て
御
上

　

奉
候
、
大
内
十
八
代
弘
世
御
く（

勧

請

ヵ

）

わ
ん
し
よ
の
事
候
」

（
18
丁
裏
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

文
安
元
年
甲子
八
月
日
整
始
之
、

「（
異
筆
）
宮
司
慶
秀

」

頭
人
白
米
二
斗
四
升
利
真
名
分
安
光
、　

公
文
名
代
分
末
弘
、

文
安
元
甲子
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
倉
次
、
永
富
、　　
　

文
安
二
年
乙丑
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
吉
永
名
代
安
成
、
貞
宗
名
代
三
郎
衛
門
、
文
安
三
丙刁
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
有
吉
代
有
永
、
松
永
名
久
富
、
文
安
四
丁卯
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
得
久
名吉
清
名、公　

八
木
殿
分

文
名
三
郎
衛
門
殿
、
文
安
五
戊辰
八
月
日

頭
人
白
米
二
斗
四
升
松
富
名
、
国
吉
、　　
　
　
　
　

文
安
六
巳己
八
月
日

（
19
丁
表
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
★
紙
背
あ
り

「（
異
筆
）
廿
三
」

　
　
　
　
　

恒
吉
名
、�

　
　
　
　

安
富
名
、

宝
徳
二
庚
午

同
三
辛
未　

　
　
　
　
　

吉
富
名
、�

　
　
　
　

公
文
名 

太
郎
丸
、

　
　
　
　
　

有
吉
名
、�

　
　
　
　

徳
楽
名 

馬
尉
、

享
徳
元
壬
申

同
二
癸
酉

　
　
　
　
　

依
兎
角
申
懈
怠
、�

　
　
　
　

貞
依
名 

又
二
郎
、

　
　
　
　

公
文
名 

十
郎
大
夫
、�

　
　
　
　

地
頭
方
、

同
三
甲
戌

同
四
乙
亥

　
　
　
　

有
吉
名 

倉
重
、�

　
　
　
　

倉
次
名
、

　
　
　
　
　

貞
宗
名
、�

　
　
　
　

益
富
名
、

康
正
二
丙
子

同
三
丁
丑

　
　
　
　
　

吉
清
名
、�

　
　
　
　

五
郎
丸
、

　
　
　
　
　

国
吉
名
、�

　
　
　
　

恒
吉
名
、

長
禄
元〔
二
〕戊
刁

同
二〔
三
〕己
卯

　
　
　
　
　

永
富
名
、�

　
　
　
　

有
吉
名
懈
怠
、

　
　
　
　

有
吉
名 

福
園
寺
、�

　
　
　
　
　

松
富
名 

補
陀
寺
、

同
三〔
四
〕庚
辰

寛
正
元〔
二
〕辛
巳

　
　
　
　

公
文
名 

元
丸
、�

　
　
　
　
　

吉
富
名
、
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★
紙
背
あ
り

　
　
　
　

高
恒
名
、�

　
　
　
　

四
郎
丸
名
、

同寛
正二〔
三
〕壬
午

同〔
寛
正
四
〕

三
癸
未

　
　
　
　

松
久
名
、�

　
　
　
　

吉
永
名
懈
怠
、

　
　
　
　

貞
依
名
、�

　
　
　
　

吉
永
名 

片
倉
永
久
、

同〔
寛
正
五
〕

四
甲
申

同〔
寛
正
六
〕

五
乙
酉

　
　
　
　

一
方
懈
怠
、�

　
　
　
　

倉
次
名
半
分
営
之
、

同〔
寛
正
七
〕

　

丙
戌
貞
宗
名
善
金
、
公
文
名
半
分
営
之
、

　
　
　
　
　

吉
清
名
、�

　
　
　
　

徳
久
名
、

応
仁
元
丁
亥

同
二
戊
子

　
　
　
　
　

有
吉
名
、�

　
　
　
　

利
実
名
、

　
　
　
　
　

国
吉
名
、�

　
　
　
　

安
富
名
、

文
明
元
己
丑

同
二
庚
刁

　
　
　
　
　

恒
吉
名
、�

　
　
　
　

松
永
名
、

　
　
　
　

公
文
名 

孫
八
、�

　
　
　
　

吉
富
名 

重
富
、

同
三
辛
卯 �

同
四
壬
辰

　
　
　
　

有
吉
名 

長
安
寺
、�

　
　
　
　

益
富
名 

地
頭
分
、

（
20
丁
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�
�
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�

　
　
　
　

松
富
名 

補
陀
寺
分
、

源
左
近
、

同
五
癸
巳

同
六
甲
午
倉
次
名
、　

四
郎
丸
名
、

　
　
　
　

永
富
名 

五
藤
大
夫
、

　
　
　
　

貞
依
名 

二
郎
左
衛
門
方
、�　
　
　
　

末
弘
公
文
名 

公
文
代
道
琳
退
転
、

同
七
乙
未

同
八
丙
申

公
文
名 
吉
田
五
郎
丸
、�

有
吉
名
懈
怠
、
領
家
代
片
山
入
道

昌
金
、
当
社
御

祭
礼
事
、
弘
済
寺
へ
指
懸
候
雖
、
先
代
ヨ
リ
無
其
謂
ニ
ヨ
リ
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
沙
汰
ハ
、

高
恒
名
、

松
久
名
、

貞
依
名
、

松
久
名
、

高
恒
名
、

松
久
名
、

六
〇



　
　
　
　

�

貞
宗
名 

三
郎
右
衛
門
、�

　
　
　
　

�

吉
清
名 

二
郎
左
衛
門
、

同
九
丁
酉�

同
十
戊
戌

　
　
　
　

�

有
吉
名 

弥
五
郎
、�

　
　
　
　

�

恒
吉
名 

了
香
入
道
、

　
　
　
　
　

�

国
吉
名 

源
左
近
、�

　
　
　
　
　

�

利
実 

倉
富
営
之
、

同
十
一
己
亥��

同
十
二
庚
子

　
　
　
　
　

�

高
恒
名 

吉
成
、�

　
　
　
　
　

�

公
文
名 

太
郎
丸
、

　

領
家
代
片
山
入
道
昌
金
離
役
、
地
下
於
親
息
共
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
〻
退
散
也
、

（
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�
�
�
�

　
　

公
文
代
中
領
与
三
退
転
、

　
　
　
　
　

�

徳
久
名 

問
田
兵
庫
殿
分
、　　
　
　

師
井
与
三
右
衛
門
方
営
之
、�　
　
　
　
　

�

吉
富
名 

重
富

同文明十
三
辛
丑�

同
十
四
壬
刁

　
　
　
　
　

�

有
吉
名 

迫
刑
部
、�

　
　
　
　
　

�

倉
次
名 

六
郎
左
衛
門
方
、

地
頭
代
禅
鳳
書
記
退
転
、

　
　
　
　
　

�

松
富
名 

補
陀
寺
、�
　
　
　
　
　
　

�

安
富
名
、

同
十
五
癸
卯�
同
十
六
年
甲
辰

　
　
　
　
　

�

四
郎
丸
名 

倉
光
、�
　
　
　
　
　
　

�

有
吉
名 

千
代
丸
、

領
家
役
人
波
多
野
新
蔵
人
方
出
仕
、

　
　
　
　
　
貞
依
名 

花
薗
十
郎
大
夫
、�

　
　
　
　
　
　

�

徳
楽
名 

諸
井
殿
、　

同
十
七
乙
巳�

同
十
八
年
丙
午

　
　
　
　
　
吉
永
名 

片
倉
五
藤
大
夫
、�

　
　
　
　
　
　

�

公
文
名 

十
郎
兵
衛
、

　
　
　
　

�

貞
宗
名 

五
郎
三
郎
、�

　
　
　
　
　

�
永
富
名 

七
郎
、

同長
享
元十九
丁未�

　

長
享
弐
戊申

　
　
　
　

�

有
吉
名
内 

有
富
兵
衛
二
郎
、�

　
　
　
　
　

�
松�地
頭
分
久
名 

善
応
庵
、

　
　
　
　

�

国
吉
名 

源
左
近
、�

　
　
　
　
　

�

吉
清
名 
又
五
郎
、

同
三
年
己酉�

　

延
徳
二
庚戌

　
　
　
　

�

恒
吉
名 

片
岡
方
、�

　
　
　
　
　

�

倉
次
名 
又
□
〔
二
郎
ヵ
〕
□
、
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�

　
　
　
　
　

�

有
吉
名 

六
郎
五
郎
、�

　
　
　
　

�

利
真
名 

中
太
郎
、　

延
徳
三
年
辛亥�

明
応
元
壬子

　
　
　
　
　

�

公
文
方
本
丸
、�

　
　
　
　

�

松
永
名 

徳
若
、

　
　
　
　

�

吉
富
名 

重
富
、�

　
　
　
　

�

松
富
名 

補
陀
寺
、

同
二
年
癸丑�

同
三
年
甲寅

　
　
　
　

�

益
富
名 

地
頭
分
、�

　
　
　
　

�

四
郎
丸
名 

倉
光
、

�
�

　
　
　
　

�

貞
依
名�

御
中
間　
　
　

三
郎
右
衛
門
方
、

同
四
年
乙卯 

問
田
兵
庫
殿
分
、�

同
伍
年
丙辰

�
�

　
　
　
　

�

高
恒
代 

四
郎
兵
衛
、

　
　
　
　

�

貞
宗
名 

五
郎
三
郎
、�

　
　
　
　

�

倉
次
名
、

同
六
年
丁巳�

同
七
年
戊午

　
　
　
　

�

公
文
名 

上
大
夫
分
、�

　
　
　
　

�

国
吉
名
、

　
　
　
　

�

安
富
名
、�

　
　
　
　

�

恒
吉
名 

祥
雲
房

同
八
年
己未�

同
九
年
庚申　
　
　
　
営
之
、

　
　
　
　

�

有
吉
名 

内�

刑
部
左
衛
門
、�

　
　
　
　

�

五
郎
丸
、

　
　
　
　

�

吉
清
名
、�

　
　
　
　
　

�

千
代
丸 

福
園
寺
、

文
亀
元
辛酉�

同
文
亀
二
壬戌

　
　
　
　

�

利
実
名
、�

　
　
　
　
　

�

吉
富 

重
光
、
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�
�

　
　
　
　
　

�

公
文
名 

末
弘
惣
右
衛
門
、�

　
　
　
　

�

四
郎
丸
名
、

同
文
亀
三
癸亥�

永
正
元
甲子

　
　
　
　
　

�

吉
永
名 

益〻
畑〻
永
益
、�

　
　
　
　

�

補
陀
寺 

源
左
近
、

　
　
　
　

�

貞
依
名
、�

　
　
　
　

�

有
吉
分 

西
蓮
寺
、　

永
正
弐
乙丑�

永
正
三
丙刁

　
　
　
　

�

永
富
名
、�

　
　
　
　

�

貞
宗
名 

祥
光
院
営
之
、　

　
　
　
　
　

�

倉
次
名
、�

　
　
　
　
　

�

公
文
名 

太
郎
丸
、

同
永
正
四
丁卯�

同
永
正
五
戊辰

　
　
　
　
　

�

得
久
名
、�

　
　
　
　
　

�

国
吉
名 

源
左
近
、

　
　
　
　
　

�

安
富
名
、�

　
　
　
　
　

�

益
富
名 

兵
衛
大
夫
、　

同
永
正
六
己巳�

同
永
正
七
庚午

　
　
　
　
　

�

恒
吉
名
、�

　
　
　
　
　

�

有
吉
名 

新
五
郎
、

　
　
　
　
　

�

公
文
名
代 

十
郎
右
衛
門
、�

　
　
　
　
　

�

高
恒
代 

五
藤
衛
門
、　

同
永
正
八
辛未�

同
永
正
九
壬申

　
　
　
　
　

�

利
実
名 

安
王
丸�

　
　
　
　
　

�

吉
富
名
、

　
　
　
　
　
　

�

貞〻
〻
〻
〻

依
名
代
九〻
〻
〻
〻
〻

郎
右
衛
門
、

同
永
正
十
年
癸酉

　
　
　
　
　
　

�

松〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

久
分
又
三
郎
方
、
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明
応
六
丁
巳
自
三
月
二
日
、
同
至
廿
六
日
也
、

　

八
幡
宮
御
内
殿
上
葺
在
之
、
願
主
部
坂
右
京
進
、

一
御
遷
宮
三
月
晦
日
卯
剋
在
之
、 「（
異
筆
）
普
賢
寺
主
三
拝
」

　

同
御
遷
宮
入
目
六
貫
九
百
五
十
文
内
三
貫
六
百
文
者
、

　

文
亀
三
年
癸
亥
自
正
月
廿
六
日　
　

自
両
三
方
出
之
、

一
鳥
居
作
事
在
之
、　　
　
　
　
　
　
　
　

願
主
部
坂
右
京
進

　

同
上
棟
二
月
廿
一
日
辰
剋
、

　

入
目
惣
辻
五
十
三
石
二
斗
、

（
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裏
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�
�
�
�
�
�
�

一
宮
僧
屋
作
時
四
方
家
上
葺
次
第

　

王
子
、
東
光
寺
、
南
ノ
ひ（
平
）ら
、
仏
前
寺
、
東
つ（
妻
）ま
、

中
央
、
弘
済
寺

　

大
蔵
寺
、
興
隆
寺
、
北
ノ
ひ
ら
、
西
蓮
寺
、
西
つ
ま
、

六
一



　
　
　

正
和
三
年
甲刁
八
月
日

（
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�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
　

�
松
久
名
代 

又
三
郎
方
、�

　
　
　
　

�

有
吉
名 

五
郎
左
衛
門
、

同
永
正
十
癸酉�

同
十
一
申戌

　
　
　
　
　

�
利
実
名
代 

九
郎
衛
門
、�

　
　
　
　

�

大
庭
名 

四
郎
丸
、

　
　
　
　

�

吉
清
名 
又
五
郎
方
、�

　
　
　
　

�

倉
次
名
、

同
十
二
乙亥�

同
十
三
丙子

　
　
　
　

�

祥
光
院 
貞
宗
名
、�

　
　
　
　

�

松
永
名
、

　
　
　
　

�

国
吉
名 

三
郎
右
衛
門
、　�

　
　
　
　
　

�

松
富 

補
陀
寺
、

同
十
四
丁丑�

同
十
五
年
戊刁

　
　
　
　

�

徳
楽
名 

修
理
殿
、�

　
　
　
　
　

�

恒
吉
名 

福
薗
寺
、

　
　
　
　
　

�

白
松
殿
分 

五
郎
丸
名
、

同
十
六
年
己卯

　
　
　
　
　

�

師
井
殿
分 

徳
久
名
、

 

「（
異
筆
）
一
を
ん
ち
よ
く
し
ひ
き
つ
け
の
次
第
、

　

こ（

御

本

坊

）

ほ
ん
ほ
う
弘
済
寺
江
ひ
き
う
け
候
、
と（
戸
越
ヵ
）

ご
し

　

の
う
ち
を
ん
み
す
入
口
迄
、
大
間
の
つ
ぎ
江
東
光
寺

（
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�
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�

　

大
蔵
寺
ひ
き
う
け
、
山
口
御
し
ろ
ゟ
□〔
御
沙
汰
ヵ
〕

□
□　
　

　

是
有
り
、
ち
よ
く
も
ん
ゟ
ひ
き
う
け
の
事
、

　

尚
又
旧
記
ゟ
是
を
う
つ
す
、
大
破
ニ
付
而
、
是
も
う
つ
す
な
り
」
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�
�

　
　
　
　
　

�

倉
次
名
、�

　
　
　
　
　

�

松
富
名 

補
陀
寺
□〔
勤
之
〕□、

同（文
明
）
十
四
年
壬寅�

　

十
五
年
癸卯

　
　
　
　
　

�

吉
富
名
、�

　
　
　
　
　

�

四
郎
丸
、

十
六
年

　
（
空
白
）

（
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（
空
白
）
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�

「（
修
補
奥
書
）

此
一
冊
、
賀
保
荘
南
方
八
幡
宮

　

祭
礼
之
旧
記
也
、
星
移
斗

　

転
、
成
紙
魚
窠
窟
久
矣
、
今
茲

　

元
文
四
己
未
夏
、
仮
手
於
萩

（
25
丁
裏
）�
�
�
�
�
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�
�
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�
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�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

城
御
手
洗
伝
兵
衛
者
、
加
修
補
、

　
　
　
　
　
　
　
　

弘
済
三
世
孚
巌
誌
」

（
裏
表
紙
見
返
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
御
沙
汰

「（
異
筆
）
吉
田
村
有
之
普
賢
菩
薩
、
本
寺
弘
済
寺
引
取
候
様
○

相
成
、
奉
得
其
旨
候
、

　

明
治
四
未
六
月
廿
日
、
弘
済
寺
引
取
置
申
候
事
」

六
二



 
（
２
）
紙
背
編

＊
第
五
丁
～
六
丁
紙
背

（
５
丁
表
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

白
松
南
方
四
所
之
宮
二
季
祭
礼
時
、
自
両
三
方
立

　

物
、
又
ハ
請
取
申
物
事
、
御
領
家
殿
御
分
よ
り
、

　

八
幡
宮
御
祭
礼
之
申
散
米
四
升
、
弊〔
幣
〕紙
一
帖
、
同
ち

　

や
う
の
か
ミ
一
帖
、
五
十
枚
大
倉
か
ミ
、
又
神
楽
米

　

黒
米
一
斗
、

一
山
王
宮
御
祭
礼
時
立
物
事
、
折
敷
餅
五
枚
、
す
ミ

　

酒
一
瓶
子
、
白
酒
一
瓶
子
、
又
請
取
申
物
事
、
弊〔
幣
〕

　

紙
一
帖
、
申
散
米
白
米
一
升
、
御
寄
進
之
事
ハ

（
５
丁
裏
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

案
文
在
之
、　　
「（
異
筆
）

尚
々
氏
子
北
原
ニ
三
拾
五
軒
、
花
そ
の
百
拾
二
軒
」

一
厳
嶋
宮
御
祭
礼
立
物
、
六
月
晦
、
白
酒
四
升
、
鯖

　

二
さ（
刺
）し
、
煮
蕗
二
手
、
又
請
取
申
、
弊〔
幣
〕紙
一

　

帖
、
申
散
米
一
升
、　　
　

正
月
元
三
申
散
米
一
斗
、
従
公
文
方
出
之
、

一
王
子
宮
御
祭
礼
立
物
、
折
敷
餅
十
枚
、
清
酒
二
升
、

　

又
請
取
申
分
、
弊〔
幣
〕紙
一
帖
、
申
散
米
白
米
一
升
、

一
十
二
月
廿
八
日
領
家
殿
脇
江
立
物
、
あ（
足
駄
）

し
た
一
双
、

　

し（

杓

子

）

や
く
し
一
ケ
進
上
、
白
米
一
斗
、
正
月
一
日
申

（
６
丁
表
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

散
米
請
取
申
分
也
、
又
正
月
六
日
ニ
御
糈
送
、

　

申
時
、
使
ニ
四
所
宮
御
祝
之
大
円
鏡
四
升
取

　

給
之
、
同
使
ニ
三
種
肴
酒
三
こ（
献
）ん
在
之
、

一
正
月
十
三
日
ニ
斗
取
鏡
一
枚
も
た
せ
給
候
、
是
ハ

　

十
五
日
の
社
人
代
飯
也
、
宮
ニ
御
番
申
故
ニ
、

一
八
旙〔
幡
〕宮
幷
三
社
之
御
遷
宮
之
事
、

　

御
縫
衣
き
ん
三
た（
反
）ん
、
両
三
方
よ
り
御
出
あ
り
、

一
戸
帳
三
間
、
同
翠
簾
三
間
、
同
前
下
物
、

（
６
丁
裏
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
大
懺
悔
湯
こ
し
の
布
一
段
、
湯
帷
袴
料
足

　

一
貫
二
百
文
、
此
外
米
二
石
五
斗
ハ

　

両
三
方
よ
り
下
物
也
、

一
御
造
営
時
ハ
硯
水
、
棟
上
時
ハ
御
馬
一
疋
在
之
、

　

両
三
方
よ
り
御
奔
走
、

一
御
領
家
殿
よ
り
御
合
力
事
、
造
営
其
外
、

　

随
事
御
立
用
在
之
、　　
宮
司
慶
秀

　
　

応
永
十
七
庚刁
八
月
日
、
為
以
後
誌
置
、

　
　
「（
異
筆
）
三
十
四
」

六
三



＊
第
七
丁
紙
背

（
７
丁
表
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
う（

厳

島

ヵ

）

つ
く
し
ま
の
御
こ
く
の
数
三
十
三
前
内
、

　

両
三
方
へ
三
せ
ん
、
は
い
て
ん
へ
六
前
、

　

く
そ
う
方
へ
三
せ
ん
、
宮
し
方
へ
五
前
、

　

大
く
う
し
三
せ
ん
、
せ
う
し
せ
ん
、

　

て
ら
へ
二
せ
ん
、
両
三
方
へ
各
座
二
前
宛
、

　

御
た
な
に
一
せ
ん
、
公
文
方
へ
は
ま
さ
こ
人
ニ
一
せ
ん
、

（
７
丁
裏
紙
背
）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

申
散
米
、
米
一
升
、
へ
い
か
ミ
壱
帳〔
帖
〕、地
頭

領
家
よ
り
一
帳〔
帖
〕宛
、

「（
異
筆
）
一
う
じ
子
王
子
三
拾
弐
軒
、

古
殿
四
拾
壱
軒
、」

＊
第
十
六
丁
紙
背

（
上
部
切
除
あ
り
）

介
五
岳
府
君
地
府
水
府
幽
顕
聖
造

山
土
地

国
伊
勢
大
神
宮

大
菩
薩　

妙
見
大
菩
薩

母
大
菩
薩　

若
宮
大
権
現

茂
下
上
大
明
神　

松
尾
大
明
神

大
明
神

＊
第
十
九
丁
紙
背

（
※
原
本
見
開
き
を
逆
順
に
翻
刻
し
、
旧
状
を
復
元
し
た
）

（
19
丁
裏
紙
背
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�
�
�

「（
異
筆
）
廿
四
」

宝
徳
二
庚午　

恒
吉
名
、
吉
富
名
、

同〔宝
徳
三
〕

　
　
辛未　

安
富
名
、
公
文
名
太
郎
丸
、

享
徳
元
壬申　

有
吉
名
、
依
兎
角
申
懈
怠
、

享
徳
二
癸酉　

徳
楽
名
右
馬
允
、
貞
依
又
次
郎
、

同〔享
徳
三
〕

　
　
甲戌　

公
文
名
十
郎
大
夫
、
倉
重
、

同〔享
徳
四
〕

　
　
乙亥　

地
頭
方
俊
実
、
倉
次
名
、

康
正
二
丙子　

貞
宗
名
、
吉
清
名
、

同〔康
正
三
〕

　
　
丁丑　

益
富
、
五
郎
丸
、

□〔長
禄
二
〕
禄　
戊刁　

国
吉
、
永
富
、

（
19
丁
表
紙
背
）�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

同〔長
禄
三
〕

　
　
己卯　

恒
吉
名
、
有
吉
名
ハ
懈
怠
、

同〔寛
正
元
〕

　
　
庚辰　

有
吉
、
福
園
寺
、

寛〔寛
正
二
〕�

正　
辛巳　

補
陀
寺
吉
富
、
松
富
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「（
異
筆
）
弘
」

同〔寛
正
三
〕

　
　
壬午　

高
恒
、
松
久
名
、

同〔寛
正
四
〕

　
　
癸未　

四
郎
丸
名
、
一
方
吉
永
名
懈
怠
、

同〔寛
正
五
〕

　
　
甲申　

貞
依
名
、
一
方
懈
怠
、

同〔寛
正
六
〕

　
　
乙酉　

吉
永
名
分
永
久
、
倉
次
半
分
営
之
、

同〔寛
正
七
〕

　
　
丙戌　

貞
宗
名
分
善
金
、
公
文
名
半
分
営
之
、

応〔応
仁
元
〕
仁　
丁亥　

吉
清
名
、
有
吉
名
、

宝
徳
二

〔
宝
徳
三
〕
辛未　

有
吉
名
、
依
兎
角
申
懈
怠
、

　

徳
楽
名
右
馬
允
、
貞
依
又
次
郎
、

　

公
文
名
十
郎
大
夫
、
倉
重
、

　

地
頭
方
俊
実
、
倉
次
名
、

　

貞
宗
名
、
吉
清
名
、

　

地
頭
方
俊
実
、
倉
次
名
、

　

貞
宗
名
、
吉
清
名
、

　

益
富
、
五
郎
丸
、

　

国
吉
、
永
富
、

　

安
富
名
、
公
文
名
太
郎
丸
、

　

有
吉
名
、
依
兎
角
申
懈
怠
、

　

徳
楽
名
右
馬
允
、
貞
依
又
次
郎
、

　

公
文
名
十
郎
大
夫
、
倉
重
、

六
四
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